
中
世
民
衆
の
葬
制
と
死
械

｜
｜
特
に
死
体
遺
棄
に
つ
い
て
｜
｜

勝

田

至

【
要
約
】
中
世
の
日
本
に
は
、
死
者
を
土
葬
や
火
葬
に
付
す
こ
と
な
く
、
山
野
や
河
原
に
放
置
し
て
犬
や
烏
の
餌
食
と
す
る
こ
と
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
葬
法
の
事
例
を
検
討
す
る
と
、
そ
の
対
象
は
次
の
二
つ
に
な
る
。
付
血
縁
の
な
い
者
。
葬
送
す
る
者
が
な
く
遺
棄
さ
れ
る
。
伺
都
市
・
農
村
の
下
層
。

山
野
の
特
定
の
地
に
風
葬
し
た
。
付
は
中
世
以
前
、
家
族
以
外
は
葬
送
に
携
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
禁
忌
が
存
在
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
禁
忌
が

「
死
稼
」
の
観
念
の
発
生
基
盤
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
後
期
以
後
、
こ
れ
ら
「
無
縁
仏
」
も
葬
送
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
伺
は

古
代
か
ら
中
世
前
期
ま
で
普
通
に
み
ら
れ
た
が
、
中
世
後
期
以
降
次
第
に
消
滅
し
、
一
部
は
両
墓
制
を
生
じ
、
ま
た
多
く
の
地
名
に
そ
の
痕
跡
が
み
ら
れ

る
。
本
稿
で
は
凡
打
を
「
死
体
遺
棄
」
、
悼
を
「
風
葬
」
と
し
て
扱
っ
た
が
、
現
象
的
に
は
共
通
点
が
多
く
、
中
世
人
の
葬
送
観
念
や
死
織
の
観
念
を
分
析

す
る
上
か
ら
も
、
ま
た
民
俗
学
的
に
葬
法
の
変
遷
を
再
構
成
す
る
立
場
か
ら
も
重
要
な
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

史
林

七
O

巻
三
号
仁
川
川
沼
津
し

は

じ

め

に

日
本
社
会
に
根
を
張
っ
て
き
た
「
被
れ
」
の
観
念
に
つ
い
て
は
、
近
年
広
く
学
際
的
な
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
古
代
・
中

世
の
文
献
に
お
い
て
何
が

「
積
れ
」

と
さ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
研
究
は
最
近
ま
で
あ
ま
り
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、

」
の
こ
と
が

「
穣
れ
」
を
単
な
る
便
利
な
操
作
概
念
と
し
て
用
い
る
傾
向
を
存
続
さ
せ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
よ
う
や
く
一
九
八

0
年
代
に
な
っ
て
、

①
 

岡
田
重
精
氏
の
『
古
代
の
斎
忌
（
イ
ミ
）
｜
｜
日
本
人
の
基
層
信
仰
｜
｜
』
が
著
わ
さ
れ
、
文
献
的
な
整
理
が
進
め
ら
れ
た
が
、
積
れ
の
史
料
上
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の
ふ
る
ま
い
（
σovpioH）
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
大
き
い
。

②
 

序
」
に
よ
っ
て
初
め
て
本
格
的
に
姐
上
に
の
せ
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
山
本
氏
は
織
れ
を
社
会
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
（
拘
束
的
な
意

味
で
の
規
範
）
の
一
環
と
位
置
づ
け
、
文
献
上
の
綴
れ
の
諸
相
に
つ
い
て
も
、
そ
の
及
ぶ
範
囲
が
固
ま
れ
た
地
で
あ
り
、
所
有
観
念
と
関
係
が
あ

る
こ
と
な
ど
注
目
す
べ
き
指
摘
を
行
っ
て
お
り
、
筆
者
も
共
感
す
る
所
が
少
な
く
な
い
。

こ
の
点
は
最
近
、

山
本
幸
司
氏
の
「
貴
族
社
会
に
於
け
る
識
と
秩

し
か
し
岡
田
氏
・
山
本
氏
と
も
に
綴
れ
を
総
合
的
に
扱
っ
て
い
る
が
、

を
構
成
す
る
個
々
の
綴
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
側
面
を
持

「
触
機
」

っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
上
位
概
念
と
し
て
の
「
綴
れ
」
は
そ
れ
ゆ
え
抽
象
的
か
つ
無
内
容
に
近
い
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

③
 

か
つ
て
松
平
斉
光
氏
は
被
れ
を
「
神
の
嫌
う
所
を
総
括
し
た
」
も
の
と
定
義
し
た
が
、
上
位
概
念
と
し
て
の
穣
れ
に
は
そ
の
よ
う
に
表
現
す
る

よ
り
な
い
よ
う
な
面
が
あ
る
。
た
と
え
ば
食
肉
と
死
は
と
も
に
綴
れ
と
さ
れ
る
が
、
肉
を
食
べ
る
こ
と
と
人
が
死
ぬ
こ
と
と
を
共
に
包
含
し
う

る
枠
組
み
と
し
て
の
織
れ
の
概
念
が
極
め
て
抽
象
的
な
も
の
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
綴
れ
は
単
に
個
々
の
タ
ブ
l
の
寄
せ
集

め
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
現
在
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
個
々
の
穣
れ
を
と
り
あ
え
ず
別
個
に
扱
い
、
史
料
的
な
検
討
を
通
し
て
過

去
の
日
本
社
会
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
穣
れ
の
あ
り
ょ
う
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
死
被
の
問
題
と
関

係
が
深
い
葬
墓
制
、
と
く
に
死
体
遺
棄
の
実
態
を
古
代
か
ら
中
世
前
期
の
史
料
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
死
械
の
観
念
の
発
現

の
し
か
た
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

中世民衆の葬制と死稜（勝目〕

④
 

中
世
以
前
の
葬
墓
制
に
つ
い
て
は
、
歴
史
学
的
研
究
は
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
平
安
貴
族
の
葬
制
に
つ
い
て
は
田
中
久
夫
氏
に
よ

っ
て
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
田
中
氏
も
含
め
て
民
俗
学
研
究
者
が
文
献
を
扱
っ
た
研
究
が
主
体
で
、
歴
史
学
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
乏
し
い
。
近
年
、
中
世
史
学
に
お
け
る
身
分
制
研
究
の
活
発
化
に
伴
い
、
京
都
・
奈
良
の
非
人
の
葬
送
得
分
権
や
律
僧
の
葬
送
関
与
が
大
山

⑤

⑤

⑦
 

喬
平
、
細
川
涼
一
、
馬
田
綾
子
ら
の
諸
氏
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
上
層
の
葬
礼
の
一
部
が
明
ら
か
に
な
っ
た
に
と
ど
ま
る
。

民
俗
学
で
は
、
柳
田
国
男
が
祖
霊
信
仰
を
日
本
人
の
信
仰
の
中
核
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
葬
墓
制
は
重
要
な
研
究
領
域
の
一
つ
を
な
し
、

九
七

0
年
代
ま
で
の
研
究
成
果
は
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
全
五
巻
（
名
著
出
版
、

一
九
七
九
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
も
活
発
に
研
究
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さ
れ
て
い
る
。
民
俗
学
で
は
今
日
の
葬
基
制
の
事
例
調
査
に
基
づ
い
て
、
そ
の
展
開
過
程
を
論
理
的
に
再
構
成
す
る
方
法
を
と
る
が
、
そ
こ
で

(360) 

キ
l
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
や
は
り
「
死
穣
」
の
観
念
で
あ
る
。
そ
し
て
一
つ
の
焦
点
で
あ
る
両
基
制
の
起
源
論
な
ど
で
は
、
死

36 

被
の
歴
史
的
変
遷
の
認
定
の
し
か
た
に
よ
っ
て
大
き
く
説
が
わ
か
れ
る
。
こ
の
問
題
は
死
体
遺
棄
と
も
関
係
が
あ
り
、
ま
た
筆
者
は
民
俗
学
の

成
果
と
史
料
的
検
討
と
の
接
合
を
目
標
と
す
る
の
で
、
や
や
詳
し
く
諸
説
を
み
て
お
き
た
い
。

両
墓
制
と
は
周
知
の
よ
う
に
、
死
体
を
土
葬
す
る
墓
地
（
埋
め
墓
）
と
石
塔
を
建
て
る
場
所
（
詣
り
墓
）
と
が
分
離
し
て
い
る
墓
制
を
さ
す
。

り
墓
は
石
塔
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
指
標
と
し
て
定
義
す
る
限
り
、
石
塔
が
庶
民
ま
で
普
及
し
た
近
世
以
後
に
成
立
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

③
 

る
（
村
落
構
成
員
の
一
部
が
石
塔
を
立
て
る
の
は
そ
れ
よ
り
早
い
）
。
問
題
は
そ
れ
に
先
行
す
る
墓
制
と
し
て
何
を
設
定
す
る
か
で
あ
る
。

吾b
日日

埋
め
墓
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
般
に
村
外
れ
の
荒
涼
と
し
た
場
所
で
、
中
に
は
川
原
や
海
浜
に
あ
る
た
め
増
水
や
高
波
に
よ
っ
て
遺
骨
が
露

出
散
乱
す
る
よ
う
な
立
地
条
件
の
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
陸
地
に
あ
る
場
合
で
も
新
し
い
死
者
の
埋
葬
の
さ
い
掘
り
出
さ
れ
た
古
い
骨
が
そ
の

ま
ま
放
置
さ
れ
、
草
の
中
に
散
乱
し
て
い
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
埋
め
墓
の
先
行
形
態
と
し
て
風
葬
や
水
葬
を
考
え

る
論
者
が
多
い
。
こ
の
説
で
は
、
死
穣
な
い
し
は
死
体
へ
の
恐
れ
か
ら
死
体
は
遺
棄
し
、
そ
れ
と
は
別
に
霊
魂
を
杷
る
場
所
と
し
て
詣
り
墓
が

⑨

⑬

 

設
け
ら
れ
た
と
す
る
。
代
表
的
論
者
は
原
田
敏
明
氏
、
田
中
久
夫
氏
で
あ
る
。

一
方
、
埋
め
墓
の
先
行
形
態
と
し
て
風
葬
的
な
も
の
の
存
在
は
否
定
し
な
い
が
、
そ
れ
を
改
葬
を
前
提
と
し
た
骨
化
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、

沖
縄
の
洗
骨
葬
の
よ
う
な
習
俗
を
考
え
、
そ
れ
が
変
化
し
て
両
墓
制
を
生
じ
た
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
事
例
の
中
に
、
埋
め
墓
の
祭
把
を

停
止
し
て
詣
り
墓
に
祭
柁
を
移
す
さ
い
、
骨
の
一
部
を
詣
り
墓
へ
納
め
る
例
が
あ
る
こ
と
を
一
つ
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
研
究
史
的
に
は
こ
の

⑪
 

説
が
古
く
、
柳
田
国
男
が
「
葬
制
の
沿
革
に
つ
い
て
」
で
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
説
は
単
純
で
は
な
く
、
原
初
的
に
は
オ
キ
ツ

ス
タ
へ
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
死
体
遺
棄
を
考
え
る
が
、

一
方
で
祖
霊
祭
杷
の
た
め
に
死
体
の
一
部
を
霊
の
依
代
と
す
る
観
念
（
カ
バ
ネ
の
思
想
）

が
発
生
し
た
た
め
、
死
後
時
を
へ
て
死
穣
を
浄
化
し
た
遺
骨
を
移
し
て
祭
記
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
仏
教
化
さ
れ
て
詣
り
墓
を
生
じ
た
と

⑫
 

す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
国
分
直
一
氏
は
原
始
・
古
代
の
遺
跡
に
改
葬
人
骨
の
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
改
葬
の
起
源
を
古
く
考
え
、
死
体
遺
棄
の
存



在
を
否
定
し
、
改
葬
↓
両
墓
制
の
コ

l
ス
を
基
本
と
み
る
。

ま
た
最
上
孝
敬
恥
は
原
始
時
代
の
改
葬
は
木
土
で
は
歴
史
時
代
に
消
滅
し
（
南
島

に
は
残
留
）
、
死
械
を
忌
む
観
念
が
強
ま
っ
た
が
、
な
お
死
体
を
恐
れ
つ
つ
も
遺
骨
に
即
し
て
霊
を
杷
る
の
を
伝
統
的
態
度
と
し
、
集
落
か
ら
離

れ
た
土
葬
単
墓
制
が
基
本
だ
っ
た
と
す
る
。

そ
し
て
現
行
両
墓
制
は
狭
い
共
同
墓
地
に
墓
が
集
中
し
た
こ
と
で
死
綴
感
が
増
大
し
、
そ
れ
が
詣

り
墓
の
分
離
を
も
た
ら
し
た
と
み
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
対
立
す
る
諸
説
が
あ
る
が
、
南
島
の
洗
骨
葬
に
は
霊
の
祭
把
は
必
ず
遺
骨
に
対
し
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
霊
肉
一
致

の
観
念
が
強
く
現
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
両
墓
制
は
死
体
と
霊
魂
と
を
分
離
し
て
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
対
照
を
重
視
し
て
、
洗
骨
葬
と
両
墓

制
の
聞
に
は
直
接
の
系
譜
関
係
は
な
い
と
み
る
研
究
者
が
現
在
で
は
多
い
。
し
か
し
諸
説
の
分
立
状
況
か
ら
も
、
民
俗
学
的
再
構
成
に
は
限
界

⑬
 

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
近
年
は
両
墓
制
の
概
念
自
体
が
動
揺
し
て
お
り
、

一
種
の
手
づ
ま
り
状
態
に
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
死
体
遺
棄
を
認

⑮
 

田
中
久
夫
氏
は
平
安
貴
族
の
死

め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
と
現
行
両
墓
制
の
土
葬
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
な
く
、
文
献
調
査
も
不
十
分
で
あ
る
。

体
遺
棄
の
例
と
し
て
、
道
長
の
浄
妙
寺
建
立
以
前
の
木
幡
が
荒
涼
と
し
て
現
行
両
墓
制
の
埋
め
墓
の
よ
う
な
観
を
呈
し
て
い
た
こ
と
や
、
火
葬

⑮

⑫
 

骨
を
そ
の
ま
ま
鴨
川
へ
投
棄
す
る
『
権
記
』
の
例
を
あ
げ
て
い
る
が
、
国
分
直
一
氏
は
遺
骨
投
棄
を
イ
ン
ド
の
影
響
に
よ
る
特
殊
例
と
す
る
。

⑬
 

一
般
に
死
体
遺
棄
の
例
と
し
て
は
『
餓
鬼
草
紙
』
や
『
六
道
絵
』
等
の
絵
が
よ
く
引
か
れ
る
が
、
文
献
的
調
査
は
万
葉
歌
に
よ
る
堀
一
郎
氏
の

⑬

＠
 

研
究
や
、
圭
室
諦
成
氏
の
『
葬
式
仏
教
』
の
段
階
か
ら
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
こ
の
欠
を
埋
め
る
の

中世民衆の葬制と死徴（勝田〉

を
一
つ
の
目
標
と
す
る
。

ま
た
、
死
体
遺
棄
｜
両
墓
制
と
い
う
コ

l
ス
で
基
本
的
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
と
一
般
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
死
体
に
対
す
る
恐
怖
な
い

し
否
定
的
態
度
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
死
稜
」
と
い
う
概
念
で
表
現
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
は
ま
た
歴
史
的
な
文
献
に
「
触
被
」
の
対
象
と

し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
死
体
を
屋
敷
の
一
角
な
ど
に
埋
め
る
屋
敷
墓
の
扱

い
で
あ
る
。
屋
敷
墓
は
現
在
で
も
各
地
に
あ
る
ほ
か
、
旧
家
や
同
族
団
の
租
る
屋
敷
神
の
中
に
祖
先
の
墓
と
い
う
伝
承
を
も
つ
も
の
が
多
く
、

⑧
 

そ
れ
が
確
認
で
き
る
も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
上
孝
敬
氏
は
開
発
先
祖
の
屋
敷
基
が
子
孫
に
祭
記
さ
れ
て
屋
敷
神
に
な
っ
た
と
し
た
が
、
段
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＠
 

階
と
し
て
は
死
識
の
忌
み
が
弱
ま
っ
た
後
世
に
出
現
し
た
葬
法
と
み
た
。
直
江
広
治
氏
も
『
屋
敷
神
の
研
究
』
で
墓
の
伝
承
を
も
っ
屋
敷
神
の

事
例
を
あ
げ
た
が
、
や
は
り
後
次
的
な
も
の
と
し
、
墓
と
い
う
伝
承
は
事
実
と
い
う
よ
り
後
世
に
作
ら
れ
た
伝
承
で
あ
ろ
う
と
し
た
。

＠
 

こ
れ
に
対
し
て
高
取
正
男
氏
は
『
神
道
の
成
立
』
に
お
い
て
、
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
ハ
年
（
七
九
七
）
正
月
二
五
日
条
の
「
山
城
国
愛
宕
葛

野
郡
人
、
毎
レ
有
一
元
者
「
便
葬
ニ
家
側
「
積
習
為
レ
常
、
今
接
ニ
近
京
都
「
凶
綴
可
レ
避
」
の
記
事
や
高
視
市
宮
田
遺
跡
の
中
世
の
屋
敷
墓
の
例
を

あ
げ
て
屋
敷
墓
が
古
く
か
ら
あ
る
こ
と
を
示
し
、

「
死
穣
を
ベ
つ
だ
ん
な
ん
と
も
思
わ
な
い
」

態
度
が
古
く
か
ら
存
在
し
た
こ
と
を
意
味
す
る

と
し
た
。
こ
の
研
究
は
歴
史
学
・
民
俗
学
の
双
方
に
波
紋
を
投
げ
た
が
、
氏
が
問
題
を
「
死
磯
を
気
に
し
な
い
」
こ
と
の
強
調
と
い
う
形
で
提

出
し
た
こ
と
が
、
後
続
の
諸
説
を
そ
の
方
向
に
導
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

＠
 

高
取
説
に
つ
い
て
赤
田
光
男
氏
は
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

死
織
と
死
霊
恐
怖
は
別
だ
が
、

両
者
と
も
古
く
か
ら
あ
っ
た

民
俗
学
側
で
は
、

（
た
と
え
ば
『
貌
志
倭
人
伝
』
や
『
古
事
記
』
に
み
え
る
ミ
ソ
ギ
）
。
し
か
し
古
く
は
死
磯
を
被
う
儀
礼
の
後
、
家
の
近
く
に
埋
め
る
こ
と
も
で
き
た
と

い
う
。
中
世
以
後
仏
教
に
よ
っ
て
死
機
感
が
強
化
さ
れ
た
が
、
同
時
に
供
養
に
よ
り
死
穣
が
消
え
る
と
い
う
思
想
が
現
わ
れ
、
仏
僧
の
管
理
下

の
死
体
に
愛
着
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
古
代
の
と
は
別
の
系
譜
の
屋
敷
墓
を
生
じ
た
と
い
う
。

②
 

佐
藤
米
司
氏
は
「
雨
だ
れ
落
ち
」
の
内
と
外
の
差
に
意
味
を
求
め
て
い
る
。

氏
は
雨
だ
れ
の
下
の
土
を
か
け
る
と
死
後
硬
直
が
と
け
る
（
岡

山
県
）
、
出
棺
後
煎
豆
三
粒
を
雨
だ
れ
に
い
け
て
死
者
の
帰
還
を
防
ぐ
（
滋
賀
県
）
、
雨
だ
れ
は
冥
途
に
つ
な
が
る
と
い
う
（
高
知
県
）
、
死
者
は
四

③
 

十
九
日
ま
で
雨
だ
れ
に
迷
っ
て
い
る
（
富
山
県
）
等
の
伝
承
か
ら
雨
だ
れ
落
ち
の
境
界
性
を
指
摘
し
、
そ
の
向
う
に
埋
め
る
場
合
は
死
積
の
思
み

も
な
い
の
が
本
来
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
説
は
死
体
が
稜
れ
と
さ
れ
な
い
こ
と
の
説
明
に
苦
慮
し
て
い
る
が
、
成
功
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
屋
敷
墓
が
必
要
と
さ

れ
た
積
極
的
な
理
由
が
明
ら
か
で
な
い
。

一
方
、
歴
史
学
の
側
で
は
、
高
取
説
は
古
代
の
民
衆
は
死
穣
の
観
念
を
も
た
ず
、
律
令
貴
族
が
そ
れ
を
弘
め
た
と
す
る
説
と
し
て
一
般
に
う

⑫
 

け
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
受
け
と
り
方
は
「
死
綴
過
敏
症
」
な
ど
と
い
わ
れ
る

H
不
健
全
H

な
平
安
貴
族
と
、
本
来
そ
の
よ
う
な
病
的
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観
念
を
知
ら
な
い

H
無
垢
H

の
民
衆
を
対
比
す
る
点
で
魅
力
的
に
み
え
る
が
、
こ
と
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
山
本
幸
司
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
穣
れ
の
観
念
を
秩
序
の
観
念
の
一
う
の
発
現
と
み
な
し
た
上
で
、
貴
族
の
抱
く
秩
序
観
念
と
一
般
民

衆
の
そ
れ
と
は
同
一
範
囲
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
し
て
両
者
を
切
り
離
し
た
。
私
と
し
て
は
、
穣
れ
が
問
題
に
な
る
空
間
的
範
囲
が
集
団
に

よ
り
一
致
し
な
い
と
い
う
氏
の
理
論
的
枠
組
の
可
能
性
は
認
め
る
が
、
屋
敷
墓
に
つ
い
て
は
単
に
綴
れ
の
及
ぶ
範
囲
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い

質
的
な
差
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
死
体
H

死
稜
と
み
る
限
り
、
屋
敷
墓
と
死
体
遺
棄
を
統
一
的
に
と
ら
え
る
こ
と

て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

は
不
可
能
で
、
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
点
で
山
本
氏
の
着
眼
は
従
来
の
諸
説
よ
り
も
問
題
を
鋭
く
つ
い

私
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
考
え
は
後
述
す
る
が
、
本
稿
で
は
死
体
遺
棄
と
風
葬
の
事
例
を
主
と
し
て
中
世
前
期
の
史
料
に
基
づ
い
て
検
討
す

る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
課
題
に
答
え
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
第
一
章
で
は
事
例
に
よ
っ
て
遺
棄
の
様
相
を
概
観
し
、
第
二
章
で
は
遺
棄
す

る
人
間
と
死
者
と
の
関
係
か
ら
葬
送
観
念
を
分
析
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
織
の
意
味
を
再
考
し
て
み
た
い
。
第
三
章
で
は
死
体
遺
棄
と
風
葬
と

の
関
係
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
現
行
両
墓
制
へ
の
移
行
の
見
通
し
を
た
て
て
お
き
た
い
。

中世民衆の葬制と死穣（勝目〕

①
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
。

②
『
日
本
史
研
究
』
二
八
七
号
、
一
九
八
六
年
。

③
松
平
斉
光
『
祭
ー
そ
の
本
質
と
諸
相
』
（
日
光
書
院
、

聞
社
、
一
九
七
七
年
、
一
九
頁
。
）

④
田
中
久
夫
『
祖
先
祭
紀
の
研
究
』
（
弘
文
堂
、
一
九
七
八
年
〉
。

⑤
大
山
喬
平
「
中
世
の
身
分
制
と
国
家
」
（
『
日
本
中
世
農
村
史
の
研
究
』
岩
波
書

店
、
－
九
七
八
年
所
収
）
。

⑤
細
川
涼
一
「
中
世
唐
招
提
寺
の
律
僧
と
斎
戒
衆
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
八
九
号
、

一
九
八
O
年
）
、
「
中
世
大
和
に
お
け
る
律
宗
寺
院
の
復
興
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
一

二
九
号
、
一
九
八
一
年
）
等
。

⑦
馬
田
綾
子
「
中
世
京
都
に
お
け
る
寺
院
と
民
衆
」
（
『
日
本
史
研
究
』
二
三
五
号
、

一
九
四
六
年
。
朝
日
新

一
九
八
二
年
）
。

③
竹
田
聴
洲
「
両
墓
制
景
観
の
変
遷
」
（
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
五
）
。

③
原
田
敏
明
「
両
墓
制
の
問
題
」
（
『
社
会
と
伝
承
』
一
千
一
二
、
一
九
五
九
年
）
「
両
墓

制
の
問
題
再
論
」
（
『
社
会
と
伝
承
』
一

O
ム
一
、
一
九
六
七
年
）
。
と
も
に
『
葬

送
纂
制
研
究
集
成
』
四
所
収
。
た
だ
原
田
氏
は
埋
め
墓
を
「
な
げ
こ
み
」
「
す
て

墓
」
等
と
称
す
る
こ
と
か
ら
死
体
遺
棄
を
暗
示
す
る
が
、
明
言
は
し
て
い
な
い
。

⑬
田
中
久
夫
「
死
体
遺
棄
の
風
習
」
（
前
掲
書
）
。

⑫
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
一
五
。

⑫
国
分
直
一
「
わ
が
先
史
古
代
の
複
葬
と
そ
の
伝
統
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
五
八
号
、

一
九
六
八
年
。
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
五
所
収
）
。

⑬
最
上
孝
敬
『
詣
り
墓
』
（
古
今
書
院
、
一
九
五
五
年
。
増
補
版
、
名
著
出
版
、
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一
九
七
八
年
）
。
「
改
葬
を
伴
う
両
墓
制
」
（
『
社
会
と
伝
承
』
＝
一
l
四、

年
。
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
一
所
収
）
。

⑬
新
谷
尚
紀
「
両
墓
制
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
一

O
五
号
、

一
九
七
六
年
。
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
四
所
収
）
。
「
両
基
制
に
つ
い
て
」
（
日
本

民
俗
学
会
一
九
八
五
年
度
年
会
報
告
、
『
日
本
民
俗
学
』
一
五
七
・
一
五
八
号
）
。

⑬
田
中
久
夫
「
平
安
時
代
の
貴
族
の
葬
制
」
（
前
掲
一
書
所
収
）
。

⑮
『
権
記
』
長
保
四
年
（
一

O
O二
）
一

O
万
一
一
六
日
条
、
寛
弘
八
年
（
一

O
一

二
七
月
一
二
日
条
。

⑪
国
分
直
て
前
掲
論
文
。

⑬
黒
田
日
出
男
『
姿
と
し
ぐ
さ
の
中
世
史
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
）
第
三
部

「
『
犬
』
と
『
烏
』
と
」
・
「
地
獄
の
風
景
」
。

⑬
掘
一
郎
「
万
葉
集
に
あ
ら
は
れ
た
葬
制
と
他
界
観
、
霊
魂
観
に
つ
い
て
」
ハ
『
万

葉
集
大
成
』
八
、
民
俗
篇
。
一
九
五
三
年
三

＠
大
法
輪
関
、
一
九
六
三
年
。

＠
最
上
孝
敬
、
前
掲
書
。

一
九
五
九

第
一
章
中
世
前
期
に
お
け
否
死
体
遺
棄
の
様
相

＠
吉
川
弘
文
語
、
一
九
六
六
年
。

＠
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
。

＠
赤
田
光
男
「
葬
送
習
俗
に
み
え
る
蘇
生
・
絶
縁
・
成
仏
・
追
善
の
諸
儀
礼
」
〈
元

興
寺
文
化
財
研
究
所
編
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
民
俗
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
一
年
。
同
氏
『
祖
霊
信
仰
と
他
界
観
』
人
文
書
院
、
一
九
人
六
年
、
所
収
）
。

＠
佐
藤
米
司
「
岡
山
市
野
殿
の
墓
制
！
l
家
屋
敷
に
隣
接
す
る
墓
地
と
死
積
の
思

み
の
問
題
｜
｜
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
一
一
一
一
七
号
、
一
九
八
一
年
）
。

＠
荒
木
博
之
氏
も
『
十
訓
抄
』
叩
｜
切
に
み
え
る
「
花
園
よ
り
詣
で
来
る
目
く
ら

法
師
の
、
極
楽
の
あ
ま
し
た
Z
り
の
音
と
て
引
き
侍
る
は
」
に
基
づ
い
て
、
己
の

境
界
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
「
盲
僧
の
伝
承
文
芸
」
『
講
座
日
本
の
民
俗
宗
教
』
七
、

弘
文
堂
、
一
九
七
八
年
、
所
収
）
。

＠
高
取
氏
自
身
は
『
神
道
の
成
立
』
第
四
章
で
死
体
遺
棄
の
古
く
か
ら
の
存
在
も

認
め
、
「
一
筋
縄
で
と
ら
え
ら
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
説
明
と
し
て
「
忌
み

負
け
」
の
民
俗
を
引
き
、
死
の
も
つ
呪
力
を
利
用
し
う
る
場
合
も
あ
っ
た
の
が
古

代
民
衆
の
観
念
で
、
そ
れ
を
一
義
的
に
稼
れ
と
し
た
の
が
貴
族
で
あ
る
と
い
う
。
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中
世
の
説
話
集
な
ど
に
は
、
死
体
を
「
棄
つ
」
と
い
う
表
現
が
よ
く
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
正
確
に
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
辞
書

や
注
釈
書
で
は
、
こ
の
語
を
「
葬
る
」
と
同
義
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
だ
と
死
体
遺
棄
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
ま

①
 

ず
『
今
昔
物
語
集
』
（
本
朝
部
）
を
例
に
と
り
、
同
書
が
葬
送
を
現
わ
す
の
に
用
い
て
い
る
語
と
、
そ
れ
ら
の
意
味
を
検
討
し
て
み
た
。
そ
の
結

果
、
『
今
昔
』
は
次
の
ニ
グ
ル
ー
プ
の
語
を
各
々
区
別
し
て
使
っ
て
い
る
と
い
う
結
論
を
え
た
。

第
一
群
は
「
葬
ス
ル
」
「
葬
送
（
ス
ル
）
」
。
土
葬
の
こ
と
も
火
葬
の
こ
と
も
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
葬
式
で
あ
る
。
土
葬
の

う
づ

場
合
、
埋
葬
す
る
行
為
は
－
「
埋
ム
」
を
使
う
こ
と
も
あ
り
、

「
葬
ス
ル
」

や
「
葬
送
」
は
そ
れ
に
先
立
つ
儀
式
も
含
め
て
い
う
よ
う
で
あ
る
。



い
く
つ
か
例
を
あ
げ
る
と
、

巻
一
一
、
第
六
話
（
以
下
、
日

I
6と
い
う
よ
う
に
表
わ
す
）
「
（
玄
防
の
バ
ラ
バ
ラ
死
体
を
）
其
弟
子
供
有
テ
、
拾
ヒ
集
テ
劃
刈
タ
リ
ケ
リ
。
（
略
）
彼
ノ
玄

防
ノ
墓
ハ
子
レ
今
奈
良
ニ
有
ト
ナ
ム
」

日ー
l
8
「
（
鑑
真
を
）
割
判
ケ
ル
時
ュ
、

J
時
キ
呑
、
山
ニ
門

U
」

右
の
例
は
火
葬
で
、
煙
の
香
が
よ
か
っ
た
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。

日
ー
2
「
律
師
右
ノ
手
ニ
阿
弥
陀
ノ
定
印
ヲ
結
テ
有
リ
。
劃
利
川
時
キ
モ
其
印
不
レ
乱
ザ
リ
ケ
リ
」

②
 

出
典
の
『
日
本
往
生
極
楽
記
』

5
に
「
茶
毘
之
間
其
印
不
レ
欄
」
と
あ
り
、
火
葬
。

幻
自
｜
お
「
早
ク
劃
瑚
ナ
リ
』
ト
見
ル
ニ
（
略
）
死
人
ノ
棺
ヲ
持
来
テ
現
瑚
刻
。

ニ
築
テ
、
其
ノ
上
ニ
卒
都
婆
ヲ
持
来
テ
起
リ
」

墓
ヲ
只
築

（
略
）
其
ノ
後
亦
鋤
鍬
ナ
ド
持
タ
ル
下
衆
共
員
不
知
ズ
出
来
テ
、

こ
れ
も
土
葬
だ
が
、

「
葬
送
」
は
棺
を
地
上
に
置
く
ま
で
の
儀
式
を
さ
し
、

そ
の
後
土
鰻
頭
を
築
く
の
は
こ
の
例
で
は
葬
送
に
含
ま
れ
な
い
よ

う
で
あ
る
。

第
二
群
は
「
取
リ
棄
ツ
」
「
棄
ツ
」
「
棄
置
ク
」
お
よ
び
「
置
ク
」
等
で
、
こ
れ
が
死
体
遺
棄
ま
た
は
風
葬
に
あ
た
る
。
「
葬
」
と
対
比
的
に
用

い
ら
れ
（

m
l口、

m
I
l
g、
土
葬
・
火
葬
を
行
っ
た
形
跡
は
全
く
な
い
。

中世民衆の葬制と死穣（勝田〕

以
下
で
は
第
二
群
に
つ
い
て
、
『
今
昔
』
以
外
の
例
も
ふ
く
め
て
事
例
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

ま
ず
、

土
葬
・
火
葬
で
は
な
い
と
い
う
点

に
つ
い
て
、
死
体
放
置
の
あ
り
さ
ま
を
示
す
史
料
を
あ
げ
る
。

（1
）
「
（
放
免
が
男
に
む
か
つ
て
）
内
野
一
一
有
ケ
ル
十
歳
許
ナ
ル
死
人
ヲ
、
『
此
レ
、
川
原
ニ
持
行
テ
棄
ヨ
』
と
責
ケ
レ
パ
」
（
『
今
昔
』

m
l
m）

（2
）
「
（
殺
さ
れ
た
）
法
師
ヲ
バ
谷
ニ
引
棄
テ
、
妻
ヲ
バ
掻
具
シ
テ
家
－
一
返
ヌ
一
（
同
M
A
l
m
μ

）

（
3
）
「
沙
門
円
能
：
：
：
春
三
月
晦
日
、
寝
中
忽
順
ニ
六
僧
「
迫
赴
ニ
他
界
吋
人
謂
エ
頓
死
吋
未
レ
令
－
－
緒
川
敏
「
心
胸
猶
温
、
其
気
未
レ
絶
。
歴
エ
二
七
日
「
出
ニ
之
野

中
吋
鳥
獣
不
レ
段
、
人
以
為
レ
怪
。
四
月
八
日
、
遂
以
蘇
生
」
（
『
本
朝
新
修
往
生
伝
』

mu
。

(365〕

一
二
世
紀
中
頃
成
立
）
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（4
）
「
常
陸
国
中
郡
ト
云
所
－
一
草
堂
ア
リ
。
薬
師
如
来
ヲ
安
置
ス
。
其
堂
近
キ
家
－
一
、
十
二
三
斗
リ
ナ
ル
小
童
有
ケ
リ
。
悪
病
ヲ
シ
テ
息
絶
ヌ
。
サ
テ
近
キ

③
 

一
両
日
鳥
獣
モ
食
セ
ズ
。
此
薬
師
、
童
子
ヲ
負
テ
家
へ
オ
ワ
シ
マ
ス
ト
思
テ
、
蘇
ヘ
リ
ケ
リ
」
（
『
沙
石
集
』

2
｜
2
。

野
辺
へ
捨
ツ
。

一
一
一
一
世
紀
末
）

(366) 42 

（5
）
「
近
来
備
後
国
住
人
覚
円
と
云
し
僧
、
大
般
若
供
養
の
願
を
た
て
L
当
宮
に
参
宿
し
た
り
し
が
、
世
間
の
所
労
を
し
て
死
に
け
り
。
無
縁
の
者
な
り
け

れ
ば
実
し
き
葬
送
な
ん
ど
に
及
ば
ず
し
て
、

（
彼
は
蘇
生
す
る
）
耳
な
ん
ど
は
蟻
に
さ
L
れ
て
穴
あ
き
た

さ
か
E
辻
と
云
所
に
野
す
て
に
し
て
け
り
。

り
し
か
共
、
犬
・
鳥
に
は
く
は
れ
ず
し
て
数
日
を
過
て
よ
み
帰
」
（
『
八
幡
愚
童
訓
』
却
、
下
三
。
一
四
世
紀
初
）⑤

 

（6
）
「
為
レ
納
ν
墓
取
＝
野
奔
之
死
人
骨
－
之
時
、
彼
骨
有
コ
徳
井
建
及
衣
－
之
上
者
、
取
レ
之
族
七
ケ
日
甲
織
」
（
『
文
保
記
』
）

（7
）
「
横
死
者
不
レ
入
レ
棺
持
奔
之
族
、
品
川
ケ
日
外
無
エ
禁
思
『

（
略
）
掃
エ
除
牛
馬
姥
死
一
之
人
、
織
限
以
後
無
エ
別
惇
－
也
」
（
『
文
保
記
』
）

（8
）「一

可
レ
禁
三
制
棄
コ
病
者
・
孤
子
等
・
死
屍
等
於
路
辺
－
事

病
者
・
孤
子
等
、
令
レ
棄
エ
路
頭
－
之
時
、
随
－
－
見
合
「
殊
可
レ
加
禁
制
「
若
又
偽
有
下
令
－
－
棄
置
一
事
A

者
、
為
－
－
保
身
奉
行
人
之
沙
汰
「
可
レ
令
レ
送
＝
無
常
堂
「

至
＝
死
屍
井
牛
馬
骨
肉
一
者
、
可
レ
令
ν
取
エ
棄
之
「
以
ニ
此
等
之
趣
「
可
レ
仰
ニ
保
奉
行
人
等
－
也
」
（
関
東
新
制
、
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
二
月
二

O
日）

（9
）
「
近
年
号
エ
速
懸
「
称
ニ
未
死
之
由
「
送
ν
野
就
レ
之
。
重
々
無
ν
謂
事
等
有
レ
之
。
導
師
僧
者
著
レ
笠
打
ν
輪
、
役
人
等
著
エ
浄
衣
－
引
レ
馬
乗
－
一
松
明
「
於
レ
野
導

師
読
エ
究
願
文
「
不
レ
替
－
一
死
人
之
葬
『
為
レ
遁
エ
触
稼
「
結
構
之
至
也
。
不
レ
可
レ
説
。
凡
速
懸
者
、
既
有
＝
死
去
之
不
審
づ
迄
コ
近
比
一
送
－
－
野
面
一
之
後
、
或

出
ν言
、
或
動
ν身
。
近
年
者
、
人
意
偽
而
大
略
死
去
之
後
送
歎
」
（
『
文
保
記
』
）

（主）

（
m）
「
い
ま
だ
む
げ
に
い
と
け
な
く
侍
し
ほ
ど
の
事
に
や
。
か
ら
は
し
ち
か
き
川
原
に
、
身
ま
か
れ
る
女
を
す
て
た
る
事
侍
き
。
此
女
は
を
の
が
し
う
の
夫

な
る
も
の
に
し
の
び
に
ゆ
き
あ
ふ
と
て
、
し
う
の
め
い
み
じ
く
そ
ね
み
て
、
お
と
こ
の
ほ
か
に
あ
ひ
ま
に
さ
ま
舟
＼
の
は
か
り
事
を
か
ま
へ
て
、
い
ひ

（

て

カ

）

⑥

し
ら
ず
こ
と
ば
も
を
よ
ば
ぬ
事
ど
も
し
て
、
し
の
び
に
ひ
す
て
さ
せ
た
る
な
り
」
（
『
閑
居
友
』
上
。
承
久
頃
の
成
立
）

（
日
）
「
（
叡
山
の
僧
に
仕
え
る
中
間
僧
某
は
）
ゆ
ふ
く
れ
に
は
か
な
ら
ず
う
せ
て
、

（
謹
台
）

人
を
つ
け
て
み
せ
け
れ
ば
、
に
し
さ
か
も
と
を
く
だ
り
て
れ
ん
た
い
野
に
ぞ
ゆ
き
に
け
る
。
こ
の
つ
か
ひ
あ
や
し
く
、
な
に
わ
ざ
ぞ
と
み
け
れ
ば
、
あ

つ
と
め
て
と
く
い
で
く
る
事
を
し
に
け
り
（
略
）
。

あ
る
と
き
（
主
は
）

ち
こ
ち
わ
け
す
ぎ
つ
L
、
い
い
し
ら
ず
い
ま
／
＼
し
く
み
だ
れ
た
る
死
人
の
そ
ば
に
ゐ
て
」
（
『
閑
居
友
』
上
）

（
ロ
）
「
（
但
馬
守
国
挙
の
子
園
輔
が
帰
京
し
て
恋
人
を
訪
ね
る
と
、

女
は
両
限
が
な
く
な
っ
て
い
る
。

童
女
が
い
う
に
は
）
御
病
ひ
づ
き
給
ひ
て
（
略
）
は



か
な
く
て
息
絶
え
に
き
。
今
は
お
き
奉
り
て
も
か
ひ
な
し
と
て
、
此
の
前
の
野
に
お
き
奉
り
し
程
に
、
日
中
ば
か
り
あ
り
て
な
む
、
思
ひ
の
ほ
か
に
生

⑦
 

き
か
へ
り
給
ひ
に
し
。
そ
の
聞
に
、
烏
な
ど
の
し
わ
ざ
に
、
は
や
く
云
ひ
か
ひ
な
き
こ
と
に
な
り
て
」
（
『
発
心
集
』
5
1
1
0

一
三
世
紀
初
頭
）

（
日
）
「
或
る
時
は
見
解
お
こ
る
様
、
か
L
る
五
慈
の
身
の
有
れ
ば
こ
そ
、
若
干
の
煩
ひ
苦
し
み
も
有
れ
。
帰
寂
し
た
ら
ん
に
は
如
か
ず
と
思
ひ
て
、
何
な
る

狗
狼
・
野
干
に
も
食
は
れ
ん
と
思
ひ
、
三
味
原
へ
行
き
て
臥
し
た
る
に
、
夜
深
け
て
、
犬
共
多
く
来
り
て
、
傍
な
る
死
人
な
ん
ど
を
食
ふ
音
し
て
か
ら

（栂）

め
け
ど
も
、
我
を
ば
能
々
喋
ぎ
て
見
て
、
食
ひ
も
せ
ず
し
て
、
犬
共
帰
り
ぬ
」
（
『
梅
尾
明
恵
上
人
伝
記
』
上
。
南
北
朝
期
成
立
）

（

H）
 

衣
を
重
ん
と
は
け
む
」
（
日
蓮
書
状
、

「
野
辺
に
捨
ら
れ
な
ば
、

一
夜
の
中
に
は
た
か
に
な
る
へ
き
身
を
か
さ
ら
ん
か
た
め
に
、

い
と
ま
を
入
れ
、

建
治
四
年
（
一
二
七
八
）
二
月
一
三
日
松
野
殿
宛
、
『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
九
八
三
号
）

事
例
の
列
挙
が
長
く
な
っ
た
が
、

右
の
諸
例
で
は
い
ず
れ
も
埋
葬
等
は
さ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（6
）
に
よ
れ
ば
復

（
竹
輿
）
に
入
れ
た
り
、
む
し
ろ
に
包
む
（
ま
た
は
そ
の
上
に
置
く
）
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
何
に
も
包
ま
な
い
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
餓
鬼
草

紙
』
（
疾
行
餓
鬼
の
図
）
で
は
、
長
橋
ら
し
い
箱
（
蓋
は
な
い
）
に
入
れ
た
も
の
と
む
し
ろ
の
上
に
置
い
た
も
の
と
が
見
え
る
。
な
お
絵
巻
類
の
放
置

⑤
 

死
体
は
多
く
裸
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
黒
田
日
出
男
氏
は
「
中
世
の
死
者
は
、
基
本
的
に
は
裸
で
葬
ら
れ
た
」
と
主
張
し
て
い
る
。
し

中世民衆の葬制と死線（勝田）

か
し
、
（
H
）
に
「
一
夜
の
中
に
は
た
か
に
な
る
」
と
あ
る
の
は
、
最
初
は
着
て
い
た
着
物
が
乞
食
等
に
は
ぎ
と
ら
れ
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
り
、

後
述
す
る
が
『
今
昔
』

m
l
mに
も
盗
人
が
「
死
人
ノ
着
タ
ル
衣
」
を
奪
っ
た
話
が
み
え
る
。
ま
た
聖
衆
来
迎
寺
蔵
『
六
道
絵
』
の
死
人
の
腐

⑬
 

乱
過
程
を
描
い
た
図
（
人
道
不
浄
図
）
で
も
、
敷
物
の
上
に
置
か
れ
た
女
性
の
死
体
は
、
一
番
上
（
ま
だ
腐
っ
て
い
な
い
）
で
は
衣
を
被
せ
ら
れ
て
お
り
、

他
は
全
裸
に
近
い
。

こ
れ
も
や
は
り
当
初
は
着
衣
で
あ
っ
た
も
の
が
剥
ぎ
と
ら
れ
る
過
程
を
描
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
餓
鬼
草
紙
』

等
の
死
体
は
既
に
放
置
後
時
間
を
経
て
い
る
た
め
裸
に
描
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
着
物
を
は
が
れ
る
死
者
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
三
途

川
の
婆
（
『
法
華
験
記
』
七

O
に
「
三
途
河
恒
」
と
見
え
る
。
日
本
選
述
の
偽
経
『
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』
に
も
「
奪
衣
婆
」
が
「
葬
頭
河
」
に
い
る
と

い
う
。
後
世
な
ま
っ
て
シ
ョ
ウ
ズ
カ
の
パ
パ
と
い
わ
れ
る
）
に
投
影
し
て
い
る
。

(367〕

（3
）（
4
）（
5
）
は
復
活
の
説
話
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
事
実
と
は
み
な
し
が
た
い
が
、
鳥
獣
に
食
わ
れ
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の

43 



は
、
通
常
食
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
（
ロ
）
（
日
）
は
そ
の
場
面
を
描
い
て
い
る
。
棄
て
ら
れ
る
場
に
つ
い
て
み
る
と
、
（
日
）
（
日
）
は
墓
域
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
区
域
で
あ
る
が
、
（
1
）
（
刊
）
は
川
原
、
（
2
）
は
谷
、
（
5
）（
8
）
は
路
辺
、
他
は
「
野
」
と
さ
れ
て
い
る
。
（
5
）（
6
）は

「
野
棄
て
」
と
い
う
語
を
用
い
て
お
り
、
（
5
）
で
「
辻
」
に
棄
て
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
う
称
す
る
の
は
「
野
辺
の
送
り
」
同
様
の
慣
用

表
現
と
考
え
ら
れ
る
が
、
後
世
の
よ
う
に
野
u
墓
地
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

（4
）
は
「
近
キ
野
辺
」
、

（
ロ
）
は
「
此
の
前
の
野
」
と
し
て

お
り
、
こ
れ
ら
は
近
く
の
墓
地
と
い
う
よ
り
、
単
な
る
荒
野
と
解
す
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
未
開
発
の
「
野
」
は
死
体
を
棄
て
る
こ
と
が
で
き

た
も
の
が
、
人
口
密
度
の
増
大
と
開
発
の
進
行
に
伴
い
、
特
定
の
葬
地
が
設
定
さ
れ
て
ゆ
く
の
か
も
し
れ
な
い
。

鴨
川
の
河
原
に
つ
い
て
は
古
く
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
（
八
四
二
）
一

O
月
甲
皮
条
に
「
嶋
田
及
鴨
河
原
等
」

の
欄
髄
五
五

O
O余
頭
を

焼
く
と
あ
る
の
を
は
じ
め
、
公
認
の
葬
地
で
は
な
い
が
死
体
遺
棄
の
例
が
多
く
（
後
述
の
（
羽
）
も
一
例
）
、
（
l
）
で
放
免
が
死
体
を
運
ば
せ
て
い
る

の
も
準
公
認
の
葬
地
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
鳥
辺
野
や
蓮
台
野
と
違
っ
て
貴
顕
の
葬
送
の
事
例
は
見
出
し
が
た
く
、
専
ら
遺
棄
の
場
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
日
）
は
女
主
人
に
虐
殺
さ
れ
た
下
女
が
瀬
田
川
の
河
原
に
棄
て
ら
れ
た
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
刑
場
と
し
て
の
河
原
で
あ

⑪

j
、

る
。
平
治
の
乱
で
敗
れ
た
藤
原
信
頼
が
六
条
河
原
で
斬
ら
れ
た
（
『
愚
管
制
P
』
）
の
を
は
じ
め
伊
か
多
い
が
、
そ
の
場
合
死
体
は
埋
葬
さ
れ
ず
放
置

さ
れ
た
。
河
原
で
は
な
い
が
、
舟
岡
山
で
斬
ら
れ
た
源
為
義
（
『
兵
範
記
』
保
元
元
年
七
月
三

O
日
条
）
に
つ
い
て
『
保
元
物
語
』
は
「
其
死
骸
に
て

と
ぴ

9
U

候
や
ら
ん
、
鴎
・
烏
の
は
た
め
き
院
」
と
述
べ
、
木
津
河
原
で
斬
ら
れ
た
平
重
衡
に
つ
い
て
『
平
家
物
語
』
は
北
の
方
が
「
縦
ひ
首
こ
そ
例
ね

ら
る
る
と
も
、
躯
は
定
め
て
捨
て
置
い
て
ぞ
あ
る
ら
ん
。
取
り
寄
せ
て
孝
養
せ
ん
と
て
、
輿
を
迎
ひ
に
遣
は
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
げ
に
も
躯
は

⑬
 

河
原
に
捨
て
置
き
て
ぞ
あ
り
け
る
」
と
記
す
。
処
刑
死
体
が
放
置
さ
れ
る
の
は
、
刑
死
者
は
葬
る
に
値
し
な
い
と
い
う
観
念
（
こ
れ
は
次
章
で
扱

う
血
緑
｜
非
血
縁
の
問
題
と
も
関
係
す
る
）
を
示
す
と
と
も
に
、
通
常
の
場
合
も
こ
れ
ら
の
地
に
遺
棄
死
体
が
多
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
と
い
え
よ

』胃「ノ。

次
に
道
路
に
つ
い
て
み
る
と
、
（
8
）
は
鎌
倉
の
例
だ
が
、
路
頭
に
病
者
・
孤
子
・
死
屍
を
棄
て
る
の
を
禁
じ
て
い
る
。
病
者
と
い
う
の
は
瀕

44 (368) 



死
者
を
死
識
を
恐
れ
て
往
還
に
出
す
こ
と
を
さ
し
、
（
9
）
の
「
速
懸
」
も
そ
の
変
種
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
後
掲
の
（
四
）

で
も
貧
し
い
僧
は
死
ぬ
と
「
大
路
」
に
棄
て
ら
れ
る
と
あ
る
よ
う
に
死
者
を
道
路
に
棄
て
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
が
、
都
市
管
理
者
は
こ
れ
を

好
ま
ず
、
特
定
の
地
に
片
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
京
都
で
は
（
1
）
の
例
で
は
使
庁
配
下
の
放
免
が
夫
（
こ
の
例
で
は
「
京
ニ
有
ケ
ル
生
侍
」
）
を
徴

⑬
 

発
し
て
や
ら
せ
て
い
る
。
（
7
）
で
横
死
者
を
「
持
奔
之
族
」
と
い
う
の
も
、
後
文
で
「
掃
除
牛
馬
鰭
死
之
人
」
と
対
比
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

⑮
 

行
路
死
人
を
葬
地
へ
運
ぶ
こ
と
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
（
8
）
の
鎌
倉
で
は
「
保
奉
行
人
」
が
責
任
者
で
あ
る
。
た
だ
（
1
）（
7
）（
8
）
を
通
じ

て
、
死
体
を
特
定
の
場
所
へ
運
ん
で
「
棄
」
て
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
、
埋
葬
な
ど
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
死
体
遺

棄
そ
の
も
の
が
禁
制
な
の
で
は
な
く
、
「
路
辺
」
が
場
所
と
し
て
好
ま
し
く
な
い
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
あ
る
場
所
に
死
体
等
の
「
穣
物
」
が
あ
る
と
き
、
そ
の
近
く
の
人
聞
が
被
れ
に
ふ
れ
る
か
ど
う
か

⑮

⑫

 

と
い
う
場
の
性
質
か
ら
い
え
ば
、
西
垣
晴
次
氏
や
山
本
幸
司
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
道
路
は
織
れ
の
及
ば
な
い
（
伝
わ
ら
な
い
）
場
で
あ

た
だ
穣
れ
が
及
ぶ
か
と
い
う
点
、

っ
た
。
山
本
氏
は
触
稼
規
定
に
基
づ
い
て
、
閉
鎖
さ
れ
た
空
間
と
開
放
空
間
の
差
に
意
味
を
求
め
て
お
り
、
そ
れ
は
間
違
い
な
い
が
、
本
質
的

に
は
特
定
の
人
間
（
集
団
）
の
テ
リ
ト
リ
l
あ
る
い
は
所
有
地
の
概
念
と
死
臓
の
観
念
と
が
関
係
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
触
機
規

定
で
は
開
放
空
聞
を
「
く
か
い
の
小
路
」
（
『
触
械
考
』
）
「
公
界
ノ
井
」
（
『
触
稼
問
答
』
）
等
と
表
わ
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
道

中世民衆の葬制と死繊（勝田〉

路
は
通
例
措
似
れ
の
感
染
源
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
で
は
路
辺
の
死
体
を
片
付
け
る
の
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
中
世
史

⑬
 

料
に
即
し
た
解
釈
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
が
、
触
被
規
定
や
判
例
で
、
後
れ
に
な
ら
な
い
と
い
う
判
断
が
そ
の
た
び
に
下
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
道
路
の
死
体
が
く
り
返
し
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
路
上
の
死
体
を
自
に
す
る
の
を
嫌
う
心
理
と
、

一
定
の
基
準
に
基
づ
い
て
法
的
判
断
を

下
す
立
場
と
の
ズ
レ
を
示
す
も
の
で
、
や
は
り
路
上
に
死
体
が
こ
ろ
が
っ
て
い
る
の
は
不
快
な
状
況
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
道
路
の
死
体
は
特
定
の
葬
地
へ
運
ば
れ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
飢
謹
の
時
な
ど
な
ら
と
も
か
く
平
常
時
に
遺
棄
死
体
が
多
い
こ
と
は
、

今
日
の
眼
か
ら
は
異
様
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
生
じ
た
原
因
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
死
体
遺
棄
の
背
後
の
観
念

45 (369〕

を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



①
以
下
、
『
今
昔
物
語
集
』
か
ら
の
引
用
は
馬
淵
和
夫
他
校
注
『
日
本
古
典
文
学

全
集
』
（
小
学
館
）
本
に
よ
り
、
ル
ピ
を
若
千
省
略
し
た
。

②
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
以
下
の
往
生
伝
は
、
井
上
光
貞
他
校
注
、
日
本
思
想
大

系
『
往
生
伝
法
華
験
記
』
（
岩
波
書
店
）
の
原
文
に
よ
る
。

③
渡
辺
綱
也
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
本
に
よ
る
。

④
以
下
、
『
八
幡
慰
霊
訓
』
の
二
種
を
日
本
思
想
大
系
『
寺
社
縁
起
』
に
従
い
、

「
甲
」
（
群
書
類
箆
所
収
、
蒙
古
襲
来
記
事
中
心
）
・
「
乙
」
（
続
群
書
類
従
所
収
、

霊
験
講
中
心
）
と
記
号
で
表
わ
す
。
引
用
は
思
想
大
系
本
に
よ
る
。

⑤
群
書
類
従
、
雑
部
。

⑥
続
群
書
類
従
、
雑
部
。

⑦
三
木
紀
人
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
本
に
よ
る
。

③
久
保
田
淳
・
山
口
明
穂
校
注
、
岩
波
文
庫
『
明
恵
上
人
集
』
に
よ
る
。

⑨
黒
田
日
出
男
、
前
掲
『
姿
と
し
ぐ
さ
の
中
世
史
』
一
七
二
頁
。

⑬
『
平
凡
社
ギ
ャ
ラ
リ
ー
目
地
獄
絵
』
（
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
）
所
載
の
図

版
に
よ
っ
た
。

＠
巻
五
（
岡
見
正
雄
・
赤
松
俊
秀
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
木
、
二
三
六

頁）。

第
二
章

葬

送

と

血

縁

⑫
下
巻
、
義
朝
幼
少
の
弟
悉
く
失
は
る
る
事
。
引
用
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』

本。

⑬
巻
一
二
、
重
衡
被
斬
（
引
用
は
流
布
本
に
基
づ
く
高
橋
貞
一
校
注
、
講
談
社
文

庫
本
）
。

⑬
検
非
違
使
と
京
の
清
掃
に
つ
い
て
は
丹
生
谷
哲
一
「
検
非
違
使
と
キ
ヨ
メ
」

（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
入
七
号
、
一
九
八

O
年
）
が
多
く
の
史
料
を
あ
げ
て
い
る
。

⑬
保
奉
行
人
と
検
非
違
使
と
の
対
応
は
中
原
俊
章
「
検
非
違
使
と
『
河
』
と
『
路
』
」

『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一

O
五
号
、
一
九
八
四
年
て
こ
の
関
東
新
制
と
鎌
倉
の
葬
地

に
つ
い
て
は
石
井
進
「
中
世
都
市
と
し
て
の
鎌
倉
」
（
『
日
本
史
研
究
入
門
」
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
、
所
収
）
参
照
。

⑬
西
垣
晴
次
「
民
衆
の
宗
教
」
（
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
4
神
と
仏
』
小
学
館
、

一
九
八
三
年
）
、
「
民
衆
の
精
神
生
活
｜
織
と
路
l
」
（
『
歴
史
公
論
』
一

O
一号、

一
九
八
四
年
）
。

⑫
山
本
宰
司
、
前
掲
論
文
。

⑬
山
本
氏
は
天
皇
の
巡
幸
・
神
輿
渡
御
な
ど
に
際
し
そ
れ
ら
が
織
物
に
ふ
れ
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
と
し
て
い
る
。

46 (370) 

中
世
前
期
に
お
い
て
は
、
死
体
遺
棄
自
体
は
反
価
値
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
上
層
の
人
々
は
こ
の
時
代
も
立
派
な
葬
儀
を
営
み
、
火

葬
ま
た
は
土
葬
に
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
史
料
か
ら
も
、
ま
た
発
掘
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
路
上
に
放
置
す
る
と
い
う
の
は
そ
れ
に
比
し
て

ラ
ン
グ
の
お
ち
る
葬
法
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
先
に
あ
げ
た
事
例
か
ら
遺
棄
さ
れ
る
人
の
身
分
を
み
る
と
、
（
2
）
は
山
中
で
女
を
犯
そ

は
し
た
も
の

う
と
し
て
女
の
夫
に
殺
さ
れ
た
法
師
、
（
4
）
は
某
家
に
使
役
さ
れ
る
小
童
、
（
5
）
は
「
無
縁
」
の
僧
、
（
ロ
）
は
半
者
、
（
叩
）
は
や
は
り
使
用
人

の
女
と
、
身
分
の
低
い
も
の
が
目
に
つ
く
の
は
、

一
つ
に
は
葬
送
費
用
の
問
題
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
次
の
例
は
そ
れ
を
示
す
。



は
う
ぷ
り

（
日
）
（
藤
原
道
長
の
読
経
僧
が
平
茸
の
毒
で
死
に
）
「
貧
カ
リ
ツ
ル
僧
ナ
レ
パ
、
何
カ
E

ス
ラ
ム
ト
押
量
ラ
セ
給
テ
、
葬
ノ
料
ニ
網
、
布
、
米
ナ
ド
多
ク
給

ヒ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
外
ユ
有
ル
弟
子
童
子
ナ
ド
多
ク
来
リ
集
テ
、

車
ニ
乗
セ
テ
葬
テ
ケ
リ
。
（
略
、

こ
れ
を
聞
い
た
東
大
寺
の
僧
菜
、
平
茸
を
沢
山
食
べ

て
い
わ
く
）
『

h
Uガ
葬
料
ヲ
給
ハ
リ
テ
、

恥
ヲ
不
見
給
ヘ
ズ
成
ヌ
ル
ガ
ウ
ラ
ヤ
マ
シ
ク
候
也
。

n
Uモ
死
候
ヒ
ナ
ム
ニ
、

大
路
ニ
コ
ソ
ハ
被
棄
候
ハ

メ
。
（
だ
か
ら
自
分
も
平
茸
で
死
ん
で
、
葬
料
を
給
わ
り
た
い
も
の
だ
）
』
」
（
『
今
昔
』

m
lげ）

こ
れ
に
よ
る
と
貧
し
い
僧
は
大
路
に
棄
て
ら
れ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
は
「
恥
」
だ
っ
た
こ
と
、
葬
式
に
は
相
当
の
費
用
が
必
要
だ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
一
僧
が
同
じ
寺
の
僧
に
棄
て
ら
れ
る
の
は
異
様
に
み
え
る
が
、
（
3
）
に
も
こ
れ
が
見
え
、
ま
た
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
五
月
の
大
和

海
龍
王
寺
制
規
（
『
鎌
倉
遺
文
』
四
三
二
八
号
）
に
「
一
、
当
寺
一
結
寺
僧
入
滅
時
、
可
レ
修
ニ
中
陰
七
々
追
善
－
事
」
と
し
て
「
勿
レ
令
z横
死
堕
在
ニ

悪
趣
「
逮
エ
無
常
院
－
専
此
意
耳
」
と
記
す
の
は
こ
れ
を
い
ま
し
め
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

え

せ

ね

遺
棄
す
る
例
が
あ
る
が
（
（
お
）
（
釘
）
（
泊
）
等
）
、
そ
れ
ら
は
「
葬
ナ
ド
否
不
レ
為
」
（
（
路
）
）
貧
し
い
人
々
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

一
般
人
で
も
後
述
の
よ
う
に
肉
親
を
家
族
が

し
か
し
近
世
J
近
代
の
農
村
な
ら
互
助
組
織
が
あ
り
、
遠
方
の
親
戚
へ
の
通
知
、
買
物
、
料
理
か
ら
穴
掘
り
の
重
労
働
ま
で
や
っ
て
く
れ
る
。

こ
れ
ら
は
近
隣
関
係
の
場
合
と
同
族
団
の
場
合
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
家
族
以
外
の
村
落
組
織
が
活
動
し
、
ま
た
ク
ヤ
ミ
、
ト
ム
ラ
イ

①
 

な
ど
と
し
て
香
典
（
米
等
）
を
も
ち
よ
っ
て
く
れ
る
か
ら
、
貧
家
で
も
そ
れ
な
り
の
葬
式
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
相
互
扶
助
は
中

世
社
会
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

中世民衆の葬制と死穣（勝目〕

中
世
の
説
話
中
、
当
時
よ
く
知
ら
れ
、
同
型
話
が
多
く
の
説
話
集
に
収
録
さ
れ
た
話
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
あ
る
僧
が
社
参
の
途
中
、

道
端
で
若
い
女
が
泣
い
て
い
る
。
母
が
死
ん
だ
が
葬
れ
な
い
で
い
る
と
い
う
の
で
、
僧
は
哀
れ
ん
で
死
体
を
野
に
棄
て
て
や
る
。
死
識
に
ふ
れ

た
た
め
社
参
を
や
め
よ
う
か
と
も
思
う
が
、
そ
れ
も
残
念
な
の
で
行
く
と
、
亙
女
に
患
い
た
神
か
ら
、
良
い
こ
と
を
し
た
、
不
浄
を
忌
む
の
も

善
行
を
促
す
方
便
な
の
だ
と
い
っ
て
賞
讃
さ
れ
る
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
次
に
あ
げ
る
（
日
）
J
（
国
）
は
各
説
話
集
に
お
け
る
葬
れ
な
い
理
由
の

部
分
で
あ
る
。

(371) 

（
日
）
「
い
か
に
し
て
こ
れ
（
母
の
死
体
）
を
引
き
か
く
す
わ
ざ
を
せ
ん
と
さ
ま
ざ
ま
め
く
ら
せ
ど
、
や
も
め
な
れ
ば
、
申
し
合
は
す
べ
き
人
も
な
し
。
我
が

47 



身
は
、
女
に
て
力
及
び
侍
ら
ず
。
隣
り
里
の
人
は
又
、
な
ほ
ざ
り
に
こ
そ
『
・
あ
は
れ
』
と
訪
ひ
侍
れ
、
神
の
事
し
げ
き
わ
た
り
な
れ
ば
、
誠
に
は
い
か

が
は
し
侍
ら
ん
」
（
『
発
心
集
』

4
l
m。
一
三
世
紀
初
）

(372) 

（人）

（
げ
）
「
我
母
に
て
あ
る
者
の
今
朝
死
た
る
を
、
此
身
女
人
也
、
文
ひ
と
り
ふ
ど
な
れ
ば
送
る
べ
き
に
あ
ら
ず
、
少
分
の
財
宝
も
な
け
れ
ば
他
人
に
あ
つ
ら
へ

48 

ベ
き
事
な
し
。
せ
ん
か
た
な
さ
の
あ
ま
り
に
立
出
た
る
計
也
」
（
『
八
幡
愚
童
訓
』
乙
、
下
3
。

一
四
世
紀
初
）

（
時
）
「
母
ユ
テ
候
モ
ノ
、
、
悪
病
ヲ
シ
テ
死
ニ
テ
侍
ケ
ル
ガ
、
父
ハ
遠
ク
行
テ
候
ハ
ズ
。
人
ハ
イ
プ
セ
キ
事
ユ
思
ヒ
テ
、
見
訪
フ
者
モ
ナ
ジ
。
我
身
ハ
女
子

ナ
リ
。
弟
ハ
イ
ヒ
ガ
ヒ
ナ
シ
。
只
悲
シ
サ
ノ
余
ニ
、
泣
ヨ
リ
外
ノ
事
侍
ラ
ズ
」
（
『
沙
石
集
』

1
1
4
。

一
三
世
紀
末

t
一
四
世
紀
初
）

（
日
）
は
日
吉
社
、
（
汀
）
は
石
清
水
八
幡
宮
、
（
国
）
は
吉
野
金
峰
山
の
話
で
あ
る
か
ら
、
三
話
は
直
接
の
書
承
関
係
に
は
な
く
、
各
社
で
同
型

話
を
伝
え
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
（
日
吉
社
の
話
は
同
文
的
同
話
が
『
私
緊
百
因
縁
集
』
『
日
吉
山
王
利
生
記
』
に
も
あ
る
）
、

い
ず
れ
も
葬
送
で
き
な

い
の
は
、
家
族
労
働
力
が
な
く
、
他
人
は
積
れ
と
し
て
手
伝
わ
な
い
か
ら
と
し
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。

つ
ま
り
葬
送
は
死
者
の
家
族
（
血

縁
者
）
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
左
の
例
が
あ
る
。

（
四
）
「
下
道
重
武
者
、
左
京
陶
化
坊
中
之
疋
夫
也
。
（
重
態
に
な
り
上
人
を
呼
ぶ
）
病
者
心
無
ユ
散
乱
「
聴
聞
随
喜
云
、
宅
無
ユ
資
財
「
到
無
：
親
問
対
倒
見

骸－

y制
刈
刷
創
明
。
入
条
河
原
有
二
荒
蕪
吋
吾
行
ニ
彼
所
「
可
ν終－

K
命
吋
不
レ
然
者
、
遺
留
妾
児
努
有
ν労
。
即
脱
エ
鮮
服
一
授
－
－
妻
子
「
着
－
議
衣
一
赴
－
－
河

原
吋
禅
僧
一
両
、
依
ν諾
在
ν後
。
隣
里
数
輩
、
思
ν
旧
相
送
。
己
到
ニ
其
所
「
擁
ν草
展
レ
廷
、

向
レ
西
而
坐
、

ロ
唱
レ
弥
陀
－
」

（
『
拾
遺
往
生
伝
』
中
お
。

一
一
一
世
紀
初
）

（
却
）
「
紀
吉
住
者
、
近
江
国
野
洲
郡
馬
淵
郷
住
人
。
付
中
之
田
夫
、
尽
下
之
野
史
也
。
（
略
）
調
＝
婦
女
－
目
、
明
日
可
レ
死
。
（
略
）
以
＝
其
早
旦
「
被
レ
扶
ニ

婦
女
「
行
＝
後
園
樹
下
「
掃
レ
塵
敷
レ
席
、
向
ν西
而
居
。
婦
問
云
、
離
－
－
吾
直
面
居
－
－
樹
下
「
是
何
意
乎
。
答
目
、
副
姐
劃
欄
叶
割
鮒
出
珂
劇
『
為
ν省
ニ
其

煩
「
故
以
離
ν
居
。
早
帰
ニ
五
回
庫
「
不
レ
可
ユ
再
来
三
宮
々
。
（
略
）
向
レ
西
而
化
。
村
里
開
者
、
莫
ν
不
エ
墜
歎
吋
推
エ
其
年
紀
一
延
久
年
中
也
」
（
『
後
拾
遺
往
生

伝
』
上
印
。

一
二
世
紀
中
頃
）

い
ず
れ
も
死
期
を
悟
っ
た
男
が
自
ら
死
に
場
に
赴
く
と
い
う
同
型
の
説
話
で
あ
る
が
、
（
四
）
で
は
「
宅
無
エ
資
貯
「
又
鉱
山
ニ
親
族
こ
、
（
却
）
で



は
「
汝
是
寡
婦
」
と
い
う
の
が
葬
送
で
き
な
い
理
由
と
さ
れ
、

（日）
J
（
国
）
と
一
致
す
る
。

や
は
り
こ
こ
で
も
、

葬
送
に
携
わ
る
の
は
「
親

族
」
に
限
ら
れ
て
お
り
、
隣
家
で
も
そ
れ
に
関
与
す
る
こ
と
が
禁
忌
（
織
れ
）
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
（
金
で
人
生
一
う
こ
と
は
で
き
た

ょ
う
で
あ
る
）
。

一
人
暮
ら
し
の
人
が
死
体
で
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
今
日
で
も
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
中
世
で
は
右
の
事
情
の
た
め
、
一
死
ん
だ
こ
と
を
近
隣
の
人

が
知
り
な
が
ら
放
置
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

（
幻
）
「
其
女
（
死
ん
だ
女
）
父
母
モ
無
F
親
キ
者
モ
無
カ
リ
ケ
レ
パ
、
死
タ
リ
ケ
ル
ヲ
取
リ
隠
シ
棄
ツ
ル
事
モ
無
グ
テ
、
屋
ノ
内
ニ
有
ケ
ル
ガ
、
髪
モ
不
ν

つ

づ

お

M
O

落
シ
テ
本
ノ
如
グ
付
タ
リ
ケ
リ
。
亦
其
骨
皆
次
カ
ヘ
リ
テ
不
レ
離
リ
ケ
リ
。
隣
ノ
人
物
ノ
迫
ヨ
リ
此
ヲ
臨
テ
見
ケ
ル
ニ
、
恐
怖
ル
、
事
無
レ
限
日
」
（
『
今

昔』

M
l
m）

（
泊
）
（
長
く
会
え
な
か
っ
た
妻
を
訪
ね
て
一
夜
を
過
し
た
が
、

夜
が
明
け
る
と
妻
は
ひ
か
ら
び
た
死
体
。
男
が
隣
の
小
家
の
人
に
聞
く
と
）
「
其
ノ
人
ハ
年

あ
っ
か

来
ノ
男
ノ
去
リ
テ
遠
国
ニ
下
ニ
シ
カ
バ
、
其
レ
ヲ
思
ヒ
入
テ
歎
キ
シ
程
ニ
、
病
付
テ
有
シ
ヲ
、
糠
フ
人
モ
無
ク
テ
、
此
ノ
夏
失
ユ
シ
ヲ
、
取
テ
棄
ツ
ル

人
モ
無
ケ
レ
パ
、
未
ダ
然
テ
有
ル
ヲ
、
恐
テ
寄
ル
人
そ
無
グ
テ
、
家
ハ
徒
ニ
テ
侍
ル
也
」
（
『
今
昔
』
幻
｜
お
）

こ
の
二
例
で
は
話
が
怪
談
仕
立
て
で
あ
る
が
、
隣
人
も
死
体
を
片
付
け
よ
う
と
し
な
い
。
そ
し
て
死
ん
だ
女
は
成
仏
で
き
ず
、
（
幻
）
は
中
国

②
 

で
い
う
置
屍
（
俗
に
い
う
ゾ
シ
ピ
）
と
な
っ
て
夫
を
取
り
殺
さ
ん
と
し
、
ハ
包
）
で
は
幽
霊
と
し
て
夫
に
現
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
死
者
は
家
族

中世民衆の葬制と死者主（勝田〉

に
葬
っ
て
も
ら
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
別
の
形
で
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
中
世
貴
族
の
死
穣
過
敏
症
を
示
す
好
例
と
し
て
よ
く
あ
げ
ら
れ
る
も
の
に
、
使
用
人
が
死
に
そ
う
に
な
る
と
、
家
の
中
で
死
な
れ
て

は
一
議
れ
に
な
る
と
い
っ
て
息
の
あ
る
う
ち
に
放
り
出
す
と
い
う
の
が
あ
る
。
前
掲
（
9
）
は
使
用
人
で
は
な
い
よ
う
だ
が
そ
の
一
種
と
み
ら
れ
、

③
 

横
井
清
氏
は
中
世
後
期
の
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

『
今
昔
』
に
も
ロ
！
お
（
女
の
病
人
だ
が
棄
て
た
人
と
の
関
係
不
明
）
、

m
l
m
（
女
の
童
）
、

U
l

日
（
一
‘
知
ル
人
」
も
な
い
下
女
）
、
出
｜
却
（
尾
張
守
某
の
縁
者
。
「
妻
ヵ
、
妹
ヵ
、
娘
ヵ
、
不
知
ズ
」
と
あ
る
。
友
人
縁
者
を
た
ら
い
回
し
に
さ
れ
、
自
ら
鳥
部

(373〕

野
へ
行
っ
て
死
を
待
っ
た
と
い
う
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
む

i
却
で
女
が
尾
張
守
の
縁
者
で
あ
っ
た
の
に
、
守
が
面
倒
を
み
て
や
ら
な
か
っ
た
こ
と

49 



か
ら
世
人
が
「
誘
ロ
ケ
ル
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
血
縁
者
（
具
体
的
に
は
幻
l
m引
用
部
分
に
あ
る
よ
う
に
家
族
を
な
す
よ
う
な
人
々
で
あ
ろ
、
乙
で
あ

れ
ば
、
積
極
的
に
穣
れ
を
引
き
う
け
、
死
を
み
と
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
社
会
通
念
を
示
し
て
い
る
。
山
本
幸
司
氏
は
穣
れ
の
及
ぶ
場
と

し
て
の
「
家
」
の
所
有
者
と
縁
の
な
い
使
用
人
は
「
そ
の
死
に
よ
っ
て
家
を
稼
と
す
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
人
間
」
で
あ
る
が
故
に
排
斥
さ
れ

た
と
説
明
し
て
お
句
、
筆
者
と
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
が
基
本
的
に
は
同
一
の
方
向
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
行
為

(374) 50 

を
単
に
「
死
穣
過
敏
症
」
と
い
っ
て
し
ま
う
と
、
積
れ
と
社
会
的
関
係
と
の
結
び
つ
き
を
見
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
従
来
の
議
論
で
は
、
こ
の
種
の
行
為
は
積
れ
を
極
度
に
き
ら
う
平
安
貴
族
が
生
み
だ
し
た
も
の
の
よ
う
に
説
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

が
、
上
述
の
よ
う
に
血
縁
｜
非
血
縁
の
対
照
が
広
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
議
論
も
再
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

使
用
人
が
病
気
に
な
る
と
遺
棄
す
る
こ
と
が
古
代
か
ら
あ
っ
た
こ
と
は
左
の
太
政
官
符
に
よ
り
知
ら
れ
る
。

（
幻
〉
「
応
レ
禁
三
断
京
畿
百
姓
出
エ
奔
病
人
－
事
（
略
）
今
天
下
之
人
、
各
有
エ
僕
隷
吋
平
生
之
目
、
既
役
エ
其
身
「
病
患
之
時
、
即
出
ニ
路
辺
吋
無
ニ
人
君
養
「
遂

致
－
－
餓
死
。
此
之
為
レ
弊
不
レ
可
エ
勝
言
吋
伏
望
、
仰
＝
告
京
畿
一
早
従
ユ
停
止
「
庶
令
下
路
傍
無
エ
夫
柾
之
鬼
「
天
下
多
申
終
命
之
人
A

者
」
（
弘
仁
四
年
（
八
一

三
）
六
月
一
日
太
政
官
符
、
『
類
緊
三
代
格
』
一
九
、
禁
制
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
僕
隷
を
路
辺
に
遺
棄
す
る
こ
と
が
「
京
畿
百
姓
」
の
聞
に
一
般
的
で
、
国
家
は
そ
れ
を
規
制
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
個
々

の
貴
族
も
同
じ
こ
と
を
し
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
、
こ
の
段
階
で
既
に
「
百
姓
」
の
聞
に
広
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
民
俗
と
し
て
古
い
こ

と
を
推
測
さ
せ
る
。

ま
た
、
こ
れ
と
同
時
期
（
九
世
紀
初
頭
）
に
成
立
し
た
『
東
大
寺
調
語
文
稿
』
に
も
、
さ
ら
に
具
体
的
な
記
述
が
み
え
て
い
る
。
こ
の
史
料
は

一
般
例
と
し
て
数
種
類
の
葬
法
を
あ
げ
て
お
り
、
葬
制
研
究
史
料
と
し
て
好
箇
の
も
の

で
あ
る
が
、
従
来
こ
れ
を
使
っ
た
研
究
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
こ
れ
に
左
の
記
述
が
あ
る
（
中
田
祝
夫
『
蜘
肺
東
大
寺
調
講
文
稿
の
国
語
学
的
研

⑤
 

究
』
（
風
間
書
一
房
一
、
一
九
七
九
年
）
に
よ
り
、
は
じ
め
に
原
文
、
カ
ツ
ヨ
内
に
訓
読
文
を
示
す
）
。

壇
越
の
た
め
の
調
需
用
テ
キ
ス
ト
と
い
う
性
格
か
ら
、

（
包
）
「
貧
人
ハ
生
時
被
＝
飢
寒
之
恥
「
命
終
後
－
ニ
不
レ
足
二
尋
－
首
相
続
レ
頚
、

此
ャ
此
ノ
郷
稼
家
識
よ
ぎ
一
指
下
有
＝
犬
烏
－
之
薮
ム
引
奔
、
一
如
ニ
虚
額
二
兎
－
－
乞
誓
助



か

づ

ら

あ

ぐ

人
こ
（
九

l
n行
）
（
貧
人
は
生
ま
る
る
時
に
は
飢
寒
の
恥
を
被
ふ
り
、
命
終
の
後
に
は
一
尋
に
も
足
ら
は
ね
葛
頚
を
競
る
。
此
れ
や
此
の
、
郷
の
稼
・

イ
ア
ハ

p

た

た

こ

ひ

の

家
の
稼
と
云
て
、
犬
烏
有
る
之
薮
を
指
し
て
引
き
奔
つ
。
虚
に
額
を
如
き
て
乞
警
め
ど
も
、
助
く
る
人
元
し
）

こ
こ
に
み
え
る
「
貧
人
」
の
解
釈
は
問
題
で
あ
る
が
、
（
お
）
の
「
僕
隷
」
同
様
、
家
族
も
な
く
富
家
に
使
役
さ
れ
る
存
在
と
み
た
い
。
死
に

頻
す
る
と
「
郷
犠
家
積
」
と
し
て
首
に
葛
を
巻
か
れ
、
薮
に
棄
て
ら
れ
て
「
犬
烏
」
の
え
じ
き
に
な
る
と
い
う
記
述
は
表
現
か
ら
み
て
農
村
の

状
況
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
行
為
が
平
安
貴
族
の
生
ん
だ
悪
習
と
い
う
説
は
再
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。
私
は
「
貧
人
」
は
「
郷
」
や
「
家
」

の
人
と
は
血
縁
関
係
が
な
い
た
め
葬
送
す
べ
き
で
な
い
「
穣
」
と
し
て
排
斥
さ
れ
た
と
み
て
、
上
述
の
原
理
が
古
代
か
ら
広
範
に
存
在
し
た
こ

と
を
示
す
好
例
と
考
え
た
い
。
引
用
部
分
に
は
血
縁
の
有
無
は
－
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
普
通
の
家
で
父
母
が
死
ぬ
と
、
子
供
が
自
ら
火
葬
に
し

て
「
指
ク
指
ク
ゾ
指
キ
腕
バ
シ
焼
」
い
た
と
か
（
間
行
）
、
母
の
棺
を
松
の
丘
に
葬
り
、
そ
ば
に
麗
を
作
っ
て
三
年
間
そ
こ
で
暮
し
、
そ
の
あ
と

⑥
 

墓
を
作
る
（

m
l別
行
）
等
の
丁
重
な
葬
法
の
記
述
と
は
余
り
に
も
対
照
的
で
あ
る
。
別
の
箇
所
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

中世民衆の葬制と死稜（勝田〉

（
お
）
「
覧
三
世
間
「
元
ニ
親
書
族
－
ャ
而
多
レ
病
憂
ル
徒
、
元
エ
妻
子
ニ
而
多
死
別
之
輩
、
誰
人
ヵ
救
済
、
家
貧
タ
絶
エ
ュ
タ
ル
後
v
p
前
ユ
キ
人
ハ
那
務
迦
而
号
ニ
叫
扶
v

相

済

之

入

品

』

相

扶

人

モ

ヨ
ト
我
ヲ
、
元
三
可
レ
奉
レ
押
印
レ
仏
一
枚
之
紙
「
又
餓
鬼
道
市
突
ニ
吟
サ
マ
ヨ
へ
ト
モ
助
v
我
、
元
下
可
レ
奉
－
一
衆
僧
－
二
枚
銭
主
、
如
レ
是
元
レ
依
元
ν伯
之
徒
、
多

亡
－
－
道
路
中
「
東
ノ
国
ノ
人
ハ
道
ノ
辺
曝
レ
サ
ラ
シ
骸
ヲ
バ
、
西
ノ
国
ノ
人
ハ
水
中
没
レ
魂
ヲ
、
以
エ
今
日
一
裕
之
功
徳
「
救
エ
済
如
レ
是
浮
遊
霊
等
「
速
解
＝
脱
十

八
泥
梨
「
令
ν招
エ
人
天
之
勝
利
一
」
（

m
l
m行）

夕
刊
伊
サ
キ

こ
こ
で
「
家
貧
ク
後
前
絶
え
に
た
る
人
」
「
依
走
く
恰
王
き
之
徒
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が
（
M
）
の
「
貧
人
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
人
々
は
供
養
し
て
く
れ
る
人
も
な
く
、
多
く
は
道
路
に
横
死
し
て
「
浮
遊
霊
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
想
起

さ
れ
る
の
は
『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
（
六
四
六
）
三
月
条
の
記
事
で
、
役
民
が
帰
郷
の
途
中
路
頭
で
死
ぬ
と
、
そ
の
前
の
家
の
人
が
「
死
者
の

友
伴
」
を
責
め
て
「
蹴
除
」
を
強
制
す
る
た
め
、
兄
が
路
頭
で
死
ん
で
も
弟
が
収
め
な
い
（
葬
ら
な
い
）
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
こ
の
記
事
は
難

解
で
あ
る
が
、
兄
が
路
頭
で
死
ぬ
と
そ
こ
の
人
が
穣
れ
を
嫌
っ
て
埋
葬
せ
ず
「
融
除
」
（
儀
礼
を
伴
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
死
体
は
（
但
）
の
よ
う
に
薮

(375) 

な
ど
に
棄
て
る
の
で
あ
ろ
う
）
し
て
し
ま
う
た
め
、

家
に
い
る
弟
は
本
来
す
べ
き
葬
送
が
で
き
な
い
と
い
う
意
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し

51 



て
『
調
請
文
稿
』
の

m
l
m行
に
も
調
庸
を
運
ぶ
人
が
行
き
倒
れ
て
「
東
国
人
作
ニ
道
路
刑
本
之
魂
塊
「
西
国
人
作
ニ
風
波
之
下
霊
・
海
浜
之
白

カ
ソ
へ

戸
「
留
レ
テ
国
ニ
相
待
親
属
山
都
不
レ
計
二
1

知
忌
日
一
ヲ
モ
、
留
ル
家
相
待
妻
子
不
レ
知
ニ
其
葬
ハ
フ
リ
ノ
基
一
ヲ
モ
」
と
、
「
親
属
」
「
妻
子
」
と
死
者
と
の
関

(376) 52 

係
を
記
し
た
記
述
が
あ
る
。

こ
れ
は
『
万
葉
集
』
の
行
路
死
人
を
詠
ん
だ
挽
歌
（
二
二

0
・
四
二
六
・
一
人
0
0
・
三
三
三
九
等
）
に
つ
い
て
も
い
え

る
。
ま
た
『
続
日
本
紀
』
和
銅
五
年
（
七
ご
一
）
正
月
条
の
詔
に
、
道
路
に
僅
え
溝
輩
に
落
ち
て
死
ぬ
役
民
を
埋
葬
し
、
氏
名
を
本
国
に
通
知
す

る
こ
と
を
国
司
に
命
じ
て
い
る
の
も
、
近
く
の
人
が
埋
葬
を
思
避
し
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
古
代
か
ら
血
縁
者
（
家
族
）
以
外
の
死
者
を
綴
れ
と
し
て
葬
送
に
関
わ
ら
な
い
強
い
禁
思
が
存
在
し
、
そ
れ
が
死
体
遺
棄
の

広
範
な
存
在
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
問
題
は
こ
こ
に
現
わ
れ
る
「
積
れ
」
の
意
識
と
、
血
縁
非
血
縁
の
関
係
を

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
で
あ
る
。
従
来
、
死
械
を
死
体
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
が
多
く
、
実
際
に
触
稼
規
定
等
に
も
そ
の
面
は
強
く
現
わ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
把
握
の
し
か
た
で
は
、
死
体
は
家
族
に
と
っ
て
も
他
人
に
と
っ
て
も
綴
れ
と
な
る
と
い
う
よ
り
ほ
か
な
く
、
他
人

が
な
ぜ
特
に
死
体
を
忌
避
す
る
か
の
理
解
が
困
難
と
な
ろ
う
。

私
は
、
血
縁
非
血
縁
の
対
照
に
基
づ
く
社
会
的
行
動
規
範
（
死
者
は
そ
の
家
族
が
葬
る
べ
き
で
、
他
人
は
か
か
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
）
が
、
死
体
と

そ
の
場
所
と
い
う
場
の
論
理
に
基
づ
く
中
世
的
な
死
稼
の
観
念
よ
り
も
少
な
く
と
も
論
理
的
に
は
先
行
し
て
存
在
し
、
こ
の
行
動
規
範
こ
そ
死

積
の
本
質
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
平
安
期
以
後
、
両
者
は
分
離
し
、
血
縁
に
よ
る
行
動
規
範
は
忌
服
（
仮
服
）
、
場
の
論
理
に
基
づ
く
観

念
は
触
穣
と
い
う
法
制
的
形
態
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
（
こ
れ
は
織
物
が
神
域
に
も
ち
こ
ま
れ
る
と
い
っ
た
、
直
接
あ
る
個
人
の
死
と
い
う
社
会
的
現
象

⑦
 

そ
し
て
山
本
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
積
れ
に
な

と
結
び
つ
か
な
い
形
の
稼
れ
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
の
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
）
。

る
か
な
ら
な
い
か
は
専
ら
場
の
論
理
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
た
め
、
近
親
者
で
も
死
者
か
ら
離
れ
て
暮
し
て
い
る
者
は
思
に
は
服
す
る
が
、

被
れ
と
は
さ
れ
な
い
と
い
う
よ
う
に
両
者
は
別
個
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

岡
田
重
精
氏
は
思
服
の
古
態
に
つ
い
て
「
死
者
を
め
ぐ
る
死
葬
集
団
を
一
般
社
会
の
側
か
ら
隔
離
し
排
除
し
た
う
え
で
、
こ
れ
に
接
触
す
る

③
 

こ
と
を
畏
れ
思
避
す
る
」
も
の
と
の
べ
て
い
る
が
、
私
も
忌
服
と
被
れ
を
統
一
的
に
み
て
、
死
葬
集
団
（
家
族
）
の
と
る
謹
慎
状
態
が
思
服
で
あ



り
、
触
穣
と
は
一
般
社
会
が
そ
の
隔
離
を
犯
し
て
死
者
お
よ
び
死
葬
集
団
と
接
触
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
が
本
質
的
な
あ
り
方
で
あ
っ
た
と

解
し
て
お
き
た
い
（
山
本
氏
も
織
れ
を
社
会
的
関
係
の
表
現
と
し
て
、
「
遠
方
に
居
住
し
、
日
常
的
な
生
活
を
共
に
し
て
い
な
い
人
聞
は
、
そ
の
家
の
日
常
的

な
秩
序
に
属
す
る
も
の
と
は
見
な
さ
れ
な
い
」
た
め
、
忌
に
は
服
す
る
が
織
れ
に
は
な
ら
な
い
と
説
明
し
て
い
る
の
で
、

」
れ
を
制
度
と
し
て
の
忌
服
と
「
死

葬
集
団
」
が
一
致
し
な
い
状
況
を
さ
す
と
み
れ
ば
、
私
の
考
え
と
大
筋
で
一
致
す
る
と
い
え
よ
う
）
。

な
の つ

E院副 T
な稜ア寸積
くれ↓ ↓れ通
、他家全

人族函

考
え

ら
れ
て

る
ょ
っ

同
判
官
他
人

な
の
で
あ
る
。
「
死
穣
」
と
は
、
死
葬
集
団
と
一
般
社
会
と
の
相
互
の
行
動
規
範
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
裏
付
け
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

中世民衆の葬制と死稼（勝田）

こ
の
行
動
規
範
の
由
来
の
解
明
は
私
の
手
に
余
る
が
、
岡
田
氏
は
『
貌
志
倭
人
伝
』
に
「
始
死
停
ニ
喪
十
余
日
「
当
レ
時
不
レ
食
レ
肉
、
喪
主
突

泣
、
他
人
就
歌
舞
飲
酒
、
己
葬
、
挙
レ
家
詣
エ
水
中
一
操
浴
、
以
如
エ
練
泳
こ
と
し
、
持
表
に
つ
い
て
「
不
レ
硫
レ
頭
、
下
釘
去
ニ
蟻
量
「
衣
服
垢
汚
、

不
レ
近
ニ
婦
人
「
如
－
一
喪
人
こ
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
喪
人
」
の
謹
慎
は
「
死
者
に
準
じ
た
仮
死
的
な
場
を
つ
く
句
」
も
の
だ
と
し
、

不
レ
食
レ
肉
、

こ
れ
を
思
服
の
古
態
と
み
て
い
る
。
ま
た
ボ
ル
ネ
オ
の
ベ
ラ
ワ
ン
族
で
は
、
夫
が
死
ぬ
と
妻
は
死
体
の
隣
の
小
屋
に
一
一
日
間
閉
じ
こ
め
ら
れ
、

入
浴
せ
ず
、
汚
れ
着
を
つ
け
粗
末
な
食
事
を
と
り
、
足
を
曲
げ
た
姿
勢
で
じ
っ
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
メ
ト
カ
l
フ
と
ハ
ン
テ
ィ

⑬
 

ン
ト
ン
は
こ
れ
を
「
死
者
の
状
態
を
共
に
す
る
」
と
し
た
上
で
、
そ
れ
は
死
者
の
魂
が
死
の
無
念
さ
を
晴
ら
す
た
め
妻
を
道
づ
れ
に
す
る
の
を

(377) 

防
ぐ
た
め
、
陰
喰
的
に
死
の
状
態
を
と
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
説
の
当
否
は
と
も
か
く
、
こ
の
種
の
隔
離
は
生
前
の
死
者
と
の
関
係
に
規

定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
「
死
体
の
積
れ
」
と
い
っ
た
観
念
と
は
別
の
起
源
を
も
つ
だ
ろ
う
。
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
死
者
と
そ
の
家
族
が
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
な
し
て
社
会
の
他
の
部
分
か
ら
隔
離
さ
れ
、
こ
れ
が
「
死
穣
」
と
さ
れ
た
こ

(378) 

と
は
、
以
上
の
検
討
か
ら
間
違
い
な
く
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
触
穣
規
定
で
閉
鎖
空
聞
が
織
れ
の
及
ぶ
範
囲
と
さ
れ
る
の
も
、
本
来
は
あ
る
家
に

54 

た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

死
者
が
で
た
と
き
、
そ
の
家
全
体
が
隔
離
さ
れ
る
状
況
を
想
定
し
、
具
体
的
に
そ
の
範
囲
を
イ
エ
支
配
権
の
及
ぶ
垣
根
な
ど
の
内
側
に
限
定
し

ま
た
「
は
じ
め
に
」
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
従
来
の
諸
説
が
屋
敷
墓
と
死
識
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
混
乱
し
て
い
た
こ
と
に
も
、
こ
れ
に
よ
っ

て
解
明
の
糸
口
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
死
識
と
い
う
の
は
死
葬
集
団
と
他
人
と
の
聞
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
死
葬
集
団
内

部
に
お
け
る
死
者
と
家
族
と
の
関
係
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
家
族
が
死
体
に
対
し
て
と
る
態
度
（
恐
れ
て
遠
く
へ
棄
て
る
か
、
屋
敷
に
埋
め

る
か
）
は
「
死
穣
」
と
い
う
制
度
の
枠
内
の
変
異
と
み
な
さ
れ
る
。

本
来
的
に
は
、
あ
る
人
聞
の
死
と
共
に
家
族
も
死
の
状
態
を
装
い
、
そ
の

境
界
状
態
を
（
ま
だ
死
者
に
な
り
き
っ
て
い
な
い
死
者
と
、
死
者
を
装
う
生
者
を
外
部
か
ら
一
括
し
て
）
積
れ
と
み
た
の
で
あ
り
、

て
そ
の
状
態
が
解
消
さ
れ
れ
ば
、
死
者
は
死
の
世
界
へ
落
着
き
、
家
族
は
生
者
の
社
会
に
復
帰
す
る
か
ら
、
死
体
が
ど
こ
に
埋
め
ら
れ
て
い
よ

一
定
期
聞
が
経
過
し

う
と
、
そ
れ
は
す
で
に
穣
れ
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

死
穣
の
原
初
的
意
味
を
こ
の
局
面
に
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
事
実
に
筋
を
通
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
た
だ
一
方
で
「
死
体
」
を
機
械
的

史
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
な
お
検
討
を
加
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

に
死
識
の
発
生
源
と
み
る
観
念
が
、
特
に
触
績
の
制
度
化
に
と
も
な
っ
て
発
達
し
て
く
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
両
者
の
論
理
的
お
よ
び
歴

①
葬
式
互
助
に
つ
い
て
は
福
田
ア
ジ
オ
『
日
本
村
落
の
民
俗
的
構
造
』
（
弘
文
堂
、

一
九
八
二
年
）
一
四
五
J
一
五
二
頁
、
佐
藤
米
司
「
穴
掘
り
」
（
『
近
畿
民
俗
』
五

＝
宣
守
、
一
九
七
一
年
。
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
ニ
所
収
〉
等
参
照
。

②
値
屍
に
つ
い
て
は
津
田
瑞
穂
『
鬼
趣
談
義
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
）

参
照
。

③
横
井
清
『
中
世
民
衆
の
生
活
文
化
』
〈
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
五
年
〉
二

七一一貝。

④
山
本
、
前
掲
論
文
。

⑤
原
文
に
は
返
り
点
・
句
読
点
を
付
し
、
訓
読
文
は
一
部
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改

め
た
。

⑨
こ
の
習
俗
は
『
高
麗
史
』
に
多
く
み
え
る
「
置
基
一
一
一
年
」
と
同
じ
（
赤
田
光
男
、

前
掲
論
文
参
照
）
。



③③⑦  

山
本
、
前
掲
論
文
。

岡
田
、
前
掲
書
、
三
O
二頁。

同
右
、
三
O
了
三
O
ニ頁。

⑬
メ
ト
カ
l
フ
、
ハ
ン
テ
ィ

γ
ト
ン
著
、
池
上
良
正
・
川
村
邦
光
訳
『
死
の
儀
礼
』
’

（
未
来
社
、
一
九
八
五
年
）
一
二
ハ
l

一
一
七
頁
。

第
三
章

死
体
遺
棄
と
風
葬

以
上
や
や
死
体
遺
棄
と
い
う
問
題
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
、
古
代
に
さ
か
の
ぼ
り
死
穣
観
念
の
発
生
基
盤
の
考
察
を
行
っ
て
き
た
が
、
今
ま
で
の

事
例
を
通
覧
し
て
、
死
体
遺
棄
の
対
象
と
な
る
死
者
は
次
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。

付
血
縁
の
な
い
死
者
。
葬
送
ず
る
資
格
（
ま
た
は
義
務
）
が
な
い
と
さ
れ
る
。
他
人
が
自
分
の
家
で
死
ん
だ
場
合
（
使
用
人
を
含
む
）
、
寺
院
（
本
来
的
‘

に
他
人
同
士
の
集
団
で
あ
る
）
の
僧
な
ど
。
た
だ
し
金
が
あ
れ
ば
葬
式
を
し
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
た
（
日
）
。
わ
ざ
わ
ざ
「
遺
棄
」
す
る
の
は
死

に
場
所
が
不
適
当
で
、
そ
こ
に
放
置
で
き
な
い
場
合
で
、
自
家
で
孤
独
に
死
ん
だ
り
（
幻
－

m）
、
山
野
で
死
ん
だ
り
し
た
場
合
は
、
他
人
は

か
ま
わ
ず
、
そ
の
ま
ま
に
さ
れ
る
。

白
刑
死
者
。
死
体
遺
棄
の
多
い
場
所
（
鳥
辺
野
や
河
原
な
ど
）
で
処
刑
し
、
死
体
は
放
置
さ
れ
る
。

同
死
者
の
家
族
が
弱
小
で
葬
送
で
き
な
い
と
き

2
1初
）
。
他
人
が
協
力
し
な
い
と
い
う
点
で
付
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。

中世民衆の葬制と死稼（勝田〉

ま
た
、
事
例
は
あ
げ
な
か
っ
た
が
、

①
 

伺
幼
児
。
圭
室
諦
成
氏
の
紹
介
し
た
例
で
、
神
祇
伯
白
川
中
資
が
娘
を
な
く
し
た
と
き
、
知
人
か
ら
七
歳
ま
で
の
死
者
は
葬
式
も
仏
事
も
せ
ず
、

②
 

死
体
は
袋
に
入
れ
て
山
野
に
捨
て
る
例
で
あ
る
と
聞
か
さ
れ
て
い
る
（
『
仲
資
王
記
』
建
永
二
年
（
一
二

O
七
）
七
月
二
九
日
条
）
。

こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
社
会
の
周
縁
的
存
在
あ
る
い
は
弱
者
が
遺
棄
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
伺
は
や
や
事
情
が
異
な
る
が
、

一
般
に
儀
礼
を
行
っ
た
形
跡
が
な
く
、
こ
と
に
付
∞
は
遺
棄
に
何
か
積
極
的
な
意
義
を
み
る
よ
り
、
む
し
ろ
葬
送
を
「
し
な
い
」
と
い
う
否
定

(379) 

的
な
面
か
ら
み
る
方
が
よ
い
。
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た
だ
日
開
は
、
先
に
は
「
葬
送
で
き
な
い
」
こ
と
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
た
め
、
遺
棄
の
否
定
的
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
葬
法

の
一
つ
と
し
て
家
族
が
死
者
を
特
定
の
場
所
に
埋
め
ず
に
放
置
す
る
こ
と
自
体
は
、

一
定
の
社
会
的
認
知
を
え
て
い
た
ら
し
い
。
（
8
）
の
関
東

(380) 56 

新
制
の
よ
う
に
場
所
を
制
限
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
遺
棄
自
体
を
不
善
と
す
る
文
言
は
中
世
史
料
に
は
み
ら
れ
な
い
（
近
世
で
は
後
述
の
（
幻
）

の
よ
う
に
「
不
仁
之
甚
」
な
ど
と
さ
れ
る
）
。

（日）

1
（
却
）
を
み
て
も
、
（
日
）
J
（
国
）
で
娘
を
助
け
た
僧
は
母
の
死
体
を
棄
て
た
の
み
で
埋
葬
な
ど

は
し
て
い
な
い
が
（
（
日
）
「
夜
に
か
く
し
て
便
り
よ
き
処
に
、
つ
つ
し
送
り
つ
」
（
げ
）
「
か
き
お
ひ
て
す
て
、
ふ
け
り
」
（
日
）
「
便
宜
チ
カ
キ
野
ベ
エ
持
チ
テ
捨

ッ
、
、
陀
羅
尼
ナ
ド
唱
テ
急
－
一
訪
テ
」
と
す
る
）
、

そ
れ
に
よ
っ
て
神
の
賞
讃
を

h

つ
け
て
い
る
。

（
日
）
（
加
）
を
含
め
、
残
さ
れ
た
家
族
が
力
な
く
、

他
人
が
手
伝
わ
な
い
た
め
重
い
死
体
を
棄
て
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
状
況
を
示
し
て
は
い
る
が
、
遺
棄
自
体
は
、
（
日
）
で
「
恥
」
と
す
る
よ
う

に
ラ
ン
ク
の
低
い
葬
法
で
は
あ
っ
て
も
、
悪
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
、
死
者
を
家
族
が
遺
棄
す
る
ケ
l
ス
も
あ
る
。

（
出
）
「
駅
家
北
有
エ
竹
盛
4

・4
前
有
三
死
人
吋
群
狗
競
食
。
庫
内
有
－
二
老
値
・
一
童
子
「
相
共
亥
突
。
（
略
）
掘
目
、
死
人
是
我
夫
沙
弥
教
信
也
。

称
ニ
弥
陀
号
「
昼
夜
不
レ
休
、
以
為
ニ
己
業
吋
隣
里
雇
用
之
人
、
呼
為
エ
阿
弥
陀
丸
一
」
（
「
日
本
往
生
極
楽
記
』
泣
）

一
生
之
間

（
幻
）
「
今
昔
、
近
江
ノ
園
、
甲
賀
ノ
郡
－
二
人
ノ
下
人
有
リ
ケ
リ
。
家
貧
ク
シ
テ
滋
ム
所
無
シ
。
其
ノ
妻
常
ユ
人
ニ
被
レ
雇
テ
、
機
ヲ
織
ル
ヲ
以
テ
業
ト
シ

よ
み
が
え
り

テ
世
ヲ
渡
ケ
リ
。
（
略
）
夫
幾
ノ
程
ヲ
不
レ
経
ズ
シ
テ
、
病
ヲ
受
テ
死
ヌ
。
然
レ
バ
、
金
ノ
山
崎
ノ
辺
ニ
棄
テ
ツ
。
一
一
一
日
ヲ
経
へ
テ
活
ヌ
。
其
ノ
時
三

伊
賀
ノ
守
門

U
云
フ
人
、
国
ニ
下
ル
ニ
、
此
ノ
活
レ
ル
男
ヲ
見
付
テ
、
慈
ピ
ノ
心
ヲ
発
シ
テ
、
水
ヲ
汲
テ
口
ニ
入
レ
テ
、
喉
ヲ
潤
へ
テ
過
ヌ
。
家
ノ
妻

此
レ
ヲ
開
テ
、
行
テ
夫
ヲ
荷
テ
、
家
－
一
返
ヌ
」
（
『
今
昔
』
口

l
お）

③
 

い
ず
れ
も
独
自
の
経
営
を
持
た
ず
雇
役
さ
れ
る
階
層
だ
が
、
（
お
）
は
佐
々
木
孝
正
氏
に
従
い
、
葬
地
に
設
け
た
仮
屋
（
竹
盛
）
つ
ま
り
喪
屋
に

妻
子
が
寵
っ
て
い
る
と
解
す
る
。
死
体
は
「
群
狗
競
食
」
と
い
う
状
況
で
も
家
族
は
喪
屋
で
思
み
に
服
し
て
お
り
、
葬
送
意
識
が
み
ら
れ
る
と

い
え
る
。
ま
た
（
訂
）
で
は
妻
が
夫
を
遺
棄
し
て
お
り
、
埋
葬
で
な
い
こ
と
は
後
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

や
や
特
異
な
例
で
は
次
の
も
の
も
あ
る
。

詞
ゆ
吻
’
u

（
犯
）
（
摂
津
の
盗
人
が
京
の
羅
城
門
の
上
層
に
登
る
と
、
娠
が
若
い
女
の
死
人
の
髪
を
抜
い
て
い
た
）
「
艦
、
『
己
ガ
主
－
一
テ
御
マ
シ
ツ
ル
人
ノ
失
給
ヘ
ル
ヲ
、



あ

っ

か

か

〈

綴
ブ
人
ノ
無
ケ
レ
パ
、
此
テ
置
奉
タ
ル
也
。
其
ノ
御
髪
ノ
長
ニ
余
テ
長
ケ
レ
パ
、
其
ヲ
抜
取
テ
霊
－
一
セ
ム
ト
テ
放
ク
也
。
助
ケ
給
へ
』
（
略
）
其
ノ
上
ノ

え

せ

ぬ

層
ニ
ハ
死
人
ノ
骸
骨
ゾ
多
カ
リ
ケ
ル
。
死
タ
ル
人
ノ
葬
ナ
ド
否
不
為
ヲ
バ
、
此
ノ
門
ノ
上
ニ
ゾ
置
ケ
ル
」
笥
今
昔
』

m
l
m）

芥
川
竜
之
介
の
小
説
『
羅
生
門
』
に
よ
っ
て
余
り
に
も
有
名
な
話
で
あ
る
。
老
女
が
主
人
を
遺
棄
し
て
お
り
、
家
族
で
は
な
い
が
そ
れ
に
準

（
ロ
）
（
部
）
が
と
も
に
「
置
く
」
の
語
を
用
い
る
の
は
主
人
に
対
す
る
敬
語
で
あ
る
が
、

じ
た
も
の
と
み
る
（
前
掲
（
ロ
）
も
そ
れ
）
。

身
内
の
死
者

を
放
置
す
る
場
合
は
一
定
の
葬
送
意
識
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
（
6
）
で
竹
輿
や
蓮
に
入
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
。
た

だ
（
犯
）
で
死
体
を
羅
城
門
上
に
運
び
上
げ
て
い
る
こ
と
に
は
、
何
か
特
別
の
意
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
次
の
よ
う
に
、
棺
を
木
の
上
に

置
く
説
話
も
あ
る
。

（
勾
）
「
有
ニ
優
婆
塞
「
貴
エ
聖
人
勤
「
運
レ
志
供
養
、
尽
レ
忠
奉
仕
。
委
優
婆
塞
煩
エ
疫
病
病
「
既
入
－
元
門
吋
入
レ
棺
挙
－
－
置
樹
上
『
過
エ
於
五
日
「
建
従
レ
棺
出
。

即
到
三
本
宅
－
」
（
『
法
華
験
記
』
上
辺
）

（
初
）
「
（
神
功
皇
后
は
）
崩
御
シ
給
シ
仲
哀
天
皇
ヲ
御
棺
ニ
納
テ
、
香
椎
ノ
浜
ナ
ル
椎
ノ
木
ノ
三
俣
枝
ノ
上
ニ
置
奉
リ
、
『
異
国
合
戦
ノ
在
様
、
草
ノ
陰
マ
デ
モ

と
う
ば
し

御
覧
ジ
、
遠
キ
守
ト
ナ
ラ
セ
御
坐
セ
』
ト
申
ザ
セ
給
ヒ
ケ
レ
バ
、
御
棺
ノ
内
ヨ
リ
、
『
可
レ
奉
ν守
』
在
エ
御
返
事
－
ケ
ル
ゾ
不
思
議
ナ
ル
。
此
御
棺
ノ
馨

キ
事
、
円
生
樹
－
一
不
レ
異
」
（
『
八
幡
愚
童
訓
』
甲
）

中世民衆の葬制と死者富〈勝田〉

③

⑤

 

か
つ
て
中
山
太
郎
は
右
の
（
叩
）
や
現
在
の
棺
掛
け
松
の
伝
説
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
樹
上
葬
の
存
在
を
主
張
し
た
。
大
林
太
良
氏
に
よ
る
と

樹
上
葬
・
台
上
葬
の
分
布
の
中
心
は
北
ア
ジ
ア
だ
が
、
朝
鮮
で
は
伝
染
病
の
死
者
を
こ
も
に
入
れ
て
樹
に
吊
す
と
流
行
が
や
む
と
い
わ
れ
、
慶

尚
北
道
で
は
天
然
痘
の
死
者
を
樹
の
枝
に
約
一
週
問
掛
け
る
と
蘇
生
す
る
と
い
う
伝
承
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
（
却
）
の
優
婆
塞
が
疫
癌
で

死
に
、
棺
を
木
の
上
に
置
く
と
蘇
生
し
た
話
と
一
致
す
る
。
（
却
）
も
香
椎
地
方
の
伝
承
な
ら
、
朝
鮮
の
影
響
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

樹
上
葬
が
日
本
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
（
お
）
も
そ
の
一
種
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
樹
上
葬
の
例
が
少
な
い
た
め
断
定
で
き
な
旬
。

し
か
し
（
部
）
は
し
い
て
樹
上
葬
に
結
び
つ
け
ず
と
も
、
山
中
の
特
定
の
風
葬
地
に
死
体
を
置
い
て
く
る
葬
法
の
影
響
と
み
て
も
よ
い
。
こ
の

よ
う
な
山
中
風
葬
が
か
つ
て
広
く
存
在
し
た
ら
し
い
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
推
定
さ
れ
て
い
る
。
『
万
葉
集
』
に
も
、

57 (381) 



ふ
す
ま
ぢ

会
道
を
引
手
の
山
に
妹
を
置
き
て
山
道
を
行
け
ば
生
け
り
と
も
な
し
（
巻
二
・
一
一
一
二
）

天
ざ
か
る
都
の
荒
野
に
君
を
置
き
て
恩
ひ
つ
つ
あ
れ
ば
生
け
り
と
も
な
し
（
巻
二
・
二
二
七
）

(382) 58 

あ
し
ひ
き
の
荒
山
中
に
送
り
置
き
て
帰
ら
ふ
見
れ
ば
心
苦
し
も
（
巻
九
・
一
入

O
六）

な
ど
、
山
中
や
野
に
死
者
を
置
い
て
く
る
葬
法
を
よ
ん
だ
挽
歌
が
あ
る
。
こ
れ
ら
が
山
中
他
界
観
と
関
係
の
あ
る
こ
と
は
諸
氏
が
指
摘
し
て
い

⑦
 

る。
下
っ
て
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
も
、
こ
の
よ
う
な
葬
法
は
残
存
し
て
い
た
。

（
但
）
「
少
し
の
財
産
も
な
き
貧
窮
な
る
者
は
夜
暗
に
乗
じ
儀
式
を
用
ひ
ず
密
に
山
に
到
り
て
之
を
葬
る
」
（
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
簡
、

③
 

二
O
目
、
『
耶
蘇
会
土
日
本
通
信
』
上
）

（
担
）
「
古
阿
弥
谷
在
エ
大
徳
寺
西
北
「
中
世
於
コ
本
朝
－
亦
有
二
五
葬
「
所
謂
火
葬
土
葬
水
葬
野
葬
林
葬
是
也
、
斯
処
巨
松
下
有
三
大
岩
「
其
形
似
＝
大
鼓
「
依
レ

ょ
せ
か
け

之
謂
エ
大
鼓
石
「
土
人
林
葬
場
而
、
有
＝
新
死
之
人
－
則
集
コ
屍
於
斯
石
「
覆
レ
衣
而
去
、
入
ν
夜
狐
狸
食
ν
之
、
識
不
仁
之
甚
也
、
近
世
無
ニ
斯
儀
「
石
亦

今
亡
、
其
松
存
耳
、
古
阿
弥
之
号
不
レ
知
エ
其
調
－
也
、
（
略
）
斯
地
今
属
－
－
大
徳
寺
中
寸
松
庵
－
而
為
＝
後
山
乙
（
『
羅
州
府
志
』
入
、
古
蹟
門
上
、
愛
宕
郡
）

一
五
六
五
年
二
月

（
出
）
は
こ
れ
だ
け
で
は
風
葬
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
（
詑
）
と
対
比
し
て
そ
の
可
能
性
が
高
い
。
（
担
）
で
も
貧
者
の
葬
法
と
さ
れ
る
が
、

そ
の
一
一
一

O
年
後
の
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
成
立
の
（
犯
）
で
は
既
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

山
で
は
な
く
海
辺
の
例
で
あ
る
が
、

一
八
世
紀
末
噴
の
状
況
を
菅
江
真
澄
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

（
犯
）
「
丹
後
路
に
て
、
人
し
ね
ば
海
中
の
嶋
へ
死
人
を
ば
馬
の
く
ひ
も
の
な
ど
入
る
や
う
な
る
木
を
く
り
た
る
う
つ
わ
に
入
て
、
き
う
ぞ
う
船
に
の
り
て
、

こ
の
祭
し
、
て
う
ど
を
は
じ
め
此
嶋
に
捨
お
く
。
鮫
な
ど
く
ら
ふ
に
や
あ
ら
ん
、
し
に
む
く
ろ
、
ひ
と
つ
も
な
う
、
は
た
・
て
ん
が
い
の
う
つ
は
ば
か

り
波
に
う
ち
よ
り
く
な
り
。
そ
こ
を
死
人
嶋
と
い
ふ
。
出
雲
路
に
も
か
か
る
に
ひ
と
し
き
処
あ
り
と
、
其
国
の
人
か
た
ら
ひ
き
。
い
づ
も
な
ど
は
こ
と

⑤
 

は
り
に
こ
そ
」
（
『
か
た
ゐ
袋
』
）

⑪
 

土
井
卓
治
氏
は
風
葬
の
広
範
な
存
在
を
主
張
し
て
い
る
が
、
氏
の
調
査
に
よ
る
次
の
例
は
明
治
初
年
ま
で
風
葬
が
行
わ
れ
た
土
地
が
あ
っ
た



こ
と
を
示
ず
。

（
川
崎
）
北
九
州
市
小
倉
南
区
の
隠
饗
と
丸
ケ
ロ
の
ニ
集
落
か
ら
上
る
一
一
一
一

m
の
山
（
頂
上
近
く
に
タ
ケ
の
観
音
と
い
う
堂
が
あ
る
）
の
二
ケ
所
に
岩
が
あ
り
、

両
集
落
の
風
葬
地
だ
っ
た
。
小
倉
の
大
隈
岩
雄
氏
が
昭
和
八
年
に
丸
ケ
ロ
か
ら
タ
ケ
の
観
音
に
登
っ
た
と
き
、
畳
二
枚
敷
大
の
平
岩
が
あ
り
、
当
時
八

一
、
二
歳
の
老
人
の
話
で
は
、
棺
の
蓋
を
と
っ
て
死
体
を
岩
の
上
に
の
せ
、
骨
化
し
た
ら
片
付
け
た
と
い
う
。
貧
乏
で
正
式
な
葬
式
の
で
き
な
い
家
が

こ
れ
を
行
っ
た
。
老
人
は
持
っ
て
上
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
い
、
土
井
氏
は
明
治
一

0
年
代
と
推
定
し
て
い
る
。
隠
襲
側
に
も
風
葬
岩
が
あ
り
、
付
近

か
ら
一
文
銭
が
出
る
と
い
う
。

こ
の
例
で
岩
の
上
に
死
者
を
の
せ
る
の
は
（
詑
）
の
大
鼓
石
と
似
て
い
る
（
（
招
）
は
土
井
氏
も
引
用
し
て
い
る
）
。

こ
の
よ
う
に
山
中
の
特
定
の
場

所
を
風
葬
地
と
す
る
こ
と
は
古
代
か
ら
か
な
り
広
く
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
諸
例
は
比
較
的
信
頼
で
き
る
と
考
え
る
が
、
多
く
は
死

者
を
「
棄
て
る
」
と
い
わ
ず
「
置
く
」
と
い
い
、
死
体
は
岩
に
も
た
せ
か
け
て
衣
で
覆
っ
た
り
（
詑
）
、
幡
や
天
蓋
で
葬
祭
を
行
う
（
お
）
な
ど
、

中世民衆の葬制と死繊（勝田）

一
定
の
葬
送
意
識
が
み
ら
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
民
俗
学
で
は
、
山
中
の
地
名
か
ら
か
っ
て
の
葬
地
を
推
定
す
る
試
み
も
多
く
行
わ
れ
て
い
る
。
イ
ヤ
谷
、
地
獄
谷
、
ア
シ
谷
、
シ
ョ
ウ

い

や

ブ
谷
、
シ
ピ
ト
谷
な
ど
が
そ
の
指
標
地
名
と
さ
れ
る
。
イ
ヤ
谷
は
香
川
県
仲
多
度
郡
と
三
豊
郡
の
境
の
弥
谷
山
中
腹
の
弥
谷
寺
が
有
名
で
、
地

⑪
 

元
で
は
死
者
の
霊
魂
は
必
ず
こ
の
弥
谷
へ
行
く
と
い
い
、
イ
ヤ
谷
ま
い
り
の
民
俗
が
あ
る
。
な
お
『
東
大
寺
調
講
文
稿
』
に
「
親
ョ
族
ヤ
」
（
お
）

⑫
 

と
あ
る
「
ヨ
ヤ
」
を
こ
れ
に
結
び
つ
け
、
イ
ヤ
は
親
族
の
意
と
す
る
説
が
あ
る
。

⑬
 

島
根
県
を
中
心
に
こ
れ
ら
の
地
名
を
研
究
し
た
白
石
昭
臣
氏
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
地
名
に
は

ωふ
だ
ん
近
づ
か
な
い
。

ωこ
の
谷
か
ら
盆

花
を
と
る
。
帥
死
体
を
見
た
、
血
が
流
れ
て
い
た
、
合
戦
が
あ
っ
た
（
シ
ョ
ウ
ブ
谷
の
場
合
）
、
昔
老
人
を
棄
て
た
等
の
伝
説
を
も
っ
、
な
ど
の
特

徴
的
な
伝
承
が
共
通
し
て
み
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
多
く
焼
畑
地
帯
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
白
石
氏
は
山
中
葬
｜
山
中
他
界
観
を
焼
畑
農
耕

文
化
と
結
び
つ
け
て
い
る
が
、
葬
法
に
つ
い
て
は
風
葬
で
は
な
く
簡
単
な
土
葬
と
み
て
い
る
。
こ
の
点
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
に
せ
よ
、
こ
れ

(383) 

ら
の
地
名
が
古
い
山
中
の
葬
地
だ
っ
た
と
い
う
推
定
は
か
な
り
の
説
得
力
を
も
っ
と
思
わ
れ
る
。
特
に
盆
花
を
採
る
こ
と
と
棄
老
伝
説
の
二
つ
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は
有
力
な
材
料
で
あ
る
。
棄
老
伝
説
は
、
昔
六

O
歳
に
な
っ
た
老
人
を
殿
様
の
命
で
棄
て
て
い
た
が
、
外
国
か
ら
股
様
に
出
さ
れ
た
難
題
を
老

⑬
 

人
の
知
恵
で
解
決
し
た
た
め
、
こ
の
習
慣
を
や
め
た
と
い
う
の
が
完
全
な
話
で
あ
る
が
、
地
名
伝
説
で
は
た
だ
老
人
を
棄
て
た
と
い
う
だ
け
の⑮

 

こ
と
も
多
い
。
木
の
股
に
老
人
を
は
さ
ん
で
き
た
の
で
六

O
歳
を
木
の
股
年
と
い
っ
た
な
ど
と
も
い
う
。
棄
老
説
話
は
『
雑
宝
蔵
経
』
に
あ
る

(384) 60 

の
で
、
そ
れ
が
仏
教
者
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
事
実
と
み
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
山
に
死
体
を
遺
棄
す
る

習
慣
が
な
く
な
っ
た
の
ち
に
、
こ
の
伝
説
が
付
着
す
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
、
ま
た
逆
に
な
ぜ
特
定
の
地
に
棄
老
伝
説
が
あ
る
の
か
は
そ
れ

以
外
で
は
説
明
が
つ
け
が
た
い
。

民
俗
誌
か
ら
二
、
三
の
例
を
あ
げ
て
お
く
と
、

（
釘
）
青
森
県
北
津
軽
郡
市
浦
村

ジ
コ
シ
ダ
コ
・
パ
パ
シ
ダ
コ
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
爺
さ
ん
婆
さ
ん
を
捨
て
た
と
こ
ろ
と
い
う
。
し
か
も
こ
こ
か
ら

⑮
 

は
近
年
、
現
に
人
骨
が
で
て
き
た
と
い
う
。

（
お
）
山
形
県
最
上
郡
最
上
町

本
裁
の
地
獄
沢
は
、
昔
老
人
や
病
人
を
捨
て
た
所
で
、
時
折
人
の
泣
き
叫
ぶ
声
が
す
る
が
、
よ
く
聞
き
耳
を
た
て
て
い
る
と
、

念
仏
烏

が
カ
ン
カ
l
ン
と
鉦
を
叩
き
鳴
ら
す
音
に
か
わ
る
と
い
う
。
今
で
も
山
奥
で
念
仏
鳥
が
鉦
を
叩
く
時
に
は

⑫
 

い
」
と
い
っ
て
、
近
親
者
に
死
が
訪
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
と
ら
つ
ぐ
み
）

「
涙
の
雨
が
近

（
釘
）
茨
城
県
高
萩
市

下
君
田
に
は
地
獄
沢
と
よ
ば
れ
る
谷
が
二
つ
ま
で
あ
り
、
そ
の
ニ
っ
と
も
棄
老
伝
説
が
付
着
し
て
い
る
。
昔
六
O
歳
に
な
る
と
そ
こ

へ
棄
て
た
が
、
あ
る
老
人
の
智
恵
で
村
が
救
わ
れ
た
の
で
、
以
後
棄
て
る
の
を
や
め
た
と
い
加

後
二
者
は
「
地
獄
沢
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
中
世
の
説
話
に
、
特
定
の
山
中
に
「
地
獄
」
が
あ
る
と
い
う
話
が
あ
る
こ
と
と
関
係

が
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
奈
良
春
日
大
社
の
奥
山
に
あ
っ
た
。

（
お
）
東
大
寺
の
僧
が
花
摘
み
に
東
の
奥
山
へ
行
っ
て
迷
う
。
彼
は
既
に
死
ん
だ
東
大
寺
の
僧
た
ち
に
会
い
、
「
悪
霊
ナ
ド
ニ
成
テ
住
ム
所
」
か
と
思
っ
た
。

は
た
J
も
の

や
が
て
怪
人
が
現
わ
れ
、
死
ん
だ
僧
た
ち
は
機
に
さ
れ
熔
銅
を
飲
ま
さ
れ
る
。
信
施
を
う
け
て
償
わ
な
か
っ
た
た
め
こ
の
よ
う
な
罰
を
、
つ
け
て
い
る

が
、
こ
こ
は
地
獄
で
は
な
い
と
い
う
。
（
『
今
昔
』

m
l
m）



（mm
）
「
（
春
日
明
神
の
）
御
方
便
ノ
忌
敷
キ
事
、
柳
モ
値
偶
シ
奉
ル
人
ヲ
バ
、

イ
カ
ナ
ル
罪
ナ
レ
ド
モ
、
他
方
ノ
地
獄
ヘ
ハ
ッ
カ
ハ
サ
ズ
シ
テ
、
春
日
野
ノ

下
ユ
地
獄
ヲ
構
テ
取
入
」
（
『
沙
石
集
』
1
1
6
）

現
在
も
春
日
奥
山
に
地
獄
谷
が
あ
り
、
聖
人
窟
と
い
う
石
窟
や
線
刻
仏
も
あ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
昔
、
」
の
石
窟
付
近
の
谷
聞
に
死
体
を
棄
て

た
と
い
う
伝
承
も
あ
る
と
い
う
。
ま
た
宇
佐
八
幡
宮
の
あ
る
亀
山
に
も
同
様
の
場
所
が
あ
っ
た
。

（
ω）
「
当
山
之
中
、
有
エ
幽
遂
之
所
吋
号
エ
人
屋
谷
吋
不
レ
随
エ
神
教
－
之
邪
見
人
・
不
レ
報
エ
神
思
－
之
無
道
輩
、
奉
エ
結
縁
－
故
不
レ
堕
エ
地
獄
－
己
。
積
邪
故
不
レ
趣
エ

善
処
『
何
或
成
コ
蛇
身
「
或
成
ユ
鬼
畜
「
撃
二
金
鎖
一
之
者
、
雄
三
多
在
－
－
此
谷
「
終
可
エ
楽
邦
乙
（
『
八
幡
宇
佐
官
御
託
宣
集
』
巻
一
二
）

「
こ
の
世
の
地
獄
」
と
い
っ
た
折
衷
的
観
念
が
生

山
中
の
葬
地
に
霊
魂
が
滞
留
し
、
鬼
な
ど
も
い
る
と
い
う
観
念
が
根
強
く
あ
っ
た
た
め
、

ま
れ
た
の
で
あ
ろ
河
。
こ
の
よ
う
な
山
中
他
界
の
仏
教
化
（
風
葬
へ
の
仏
教
の
干
渉
）
は
右
の
諸
例
で
み
る
限
り
、
中
世
前
期
に
進
行
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

風
葬
は
痕
跡
を
残
さ
ず
、
ま
た
南
島
を
除
く
と
近
代
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
民
俗
学
的
再
構
成
は
状
況
証
拠
に
よ

る
し
か
な
い
が
、
文
献
史
料
と
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、

『
万
葉
集
』
の
頃
に
は
一
般
民
衆
の
普
通
の
葬
法
の
一
つ
と
し
て
広
く
行
わ
れ
た
風
葬

が
、
中
世
前
期
に
は
貧
困
な
階
層
の
葬
法
と
な
り
（
（
お
）
｜
（
お
）
）
、
次
第
に
衰
え
つ
つ
部
分
的
に
は
近
世
ま
で
残
り
、
か
つ
多
く
の
地
名
に
そ
の

あ
と
を
と
ど
め
て
い
る
と
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。
特
定
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
即
し
た
実
証
的
な
解
明
を
行
う
材
料
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
古

中世民衆の葬制と死穣（勝田〉

代
に
大
部
分
の
村
落
構
成
員
が
風
葬
を
し
て
い
た
集
落
が
あ
っ
て
も
、
中
世
初
期
に
は
既
に
名
主
な
ど
上
層
に
は
仏
教
的
儀
礼
を
加
え
た
土
葬

－
火
葬
が
普
及
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
第
二
章
で
み
た
、
非
血
縁
者
に
協
力
し
な
い
禁
忌
が
存
在
す
れ
ば
、
上
層
の
葬
礼
は
全
成
員

に
は
普
及
で
き
ず
、
階
層
に
よ
り
葬
法
が
異
な
る
と
い
う
状
況
に
な
ろ
う
。

『
今
昔
』
の
段
階
で
既
に
そ
れ
が
顕
著
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

＠
 

風
葬
を
支
え
た
意
識
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
土
井
卓
治
氏
に
よ
れ
ば
、
風
葬
が
行
わ
れ
て
い
る
沖
縄
久
高
島
の
古
老
は
、

(385) 

土
の
中
に
埋
め
ら
れ
る
よ
り
こ
の
方
が
楽
だ
と
思
う
と
語
っ
た
と
い
う
。
た
だ
、
久
高
島
で
は
犬
を
飼
わ
な
い
た
め
、
死
体
を
犬
に
食
わ
れ
る
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＠
 

こ
と
は
な
い
。
風
葬
す
る
島
で
犬
を
飼
わ
ぬ
例
は
多
く
、
国
分
直
一
氏
に
よ
る
と
台
湾
蘭
興
の
ヤ
ミ
族
は
、
普
通
の
死
者
は
土
葬
、
身
よ
り
の

(386) 

な
い
者
は
風
葬
す
る
と
い
い
、
こ
の
区
別
は
日
本
中
世
と
共
通
点
が
あ
り
興
味
を
引
か
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
犬
は
飼
わ
な
い
。
こ
れ
ら
は
犬
に

死
体
を
荒
さ
れ
る
の
を
嫌
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
各
地
の
土
葬
墓
に
作
る
「
狼
ハ
ジ
キ
」
等
と
よ
ば
れ
る
竹
の
施
設
も
、
同
様
の
感
情
を
示

し
て
い
旬
。
こ
れ
に
対
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
で
は
今
日
も
鳥
葬
（
中
国
語
で
天
葬
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ラ
サ
の
セ
ラ
寺
の
裏
山
に
「
天
葬
台
」
と

62 

ハ
ン
マ
ー
で
骨
を
砕
く
。
着
物
に
火
を
つ
け
る
の
を
合
図
に
ハ
ゲ
ワ
シ
が

＠
 

群
が
っ
て
食
い
つ
く
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
肉
体
も
魂
も
鳥
が
天
に
運
ぶ
と
さ
れ
る
。
中
世
の
日
本
で
も
犬
や
烏
の
餌
食
に
な
っ
た
こ
と
は
前
述

の
通
り
で
、
動
物
を
遠
ざ
け
る
対
策
は
史
料
に
み
え
ず
、
何
か
そ
れ
を
よ
し
と
す
る
観
念
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

佐
々
木
孝
一
四
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
拾
遺
往
生

称
す
る
巨
岩
が
あ
り
、
太
陽
が
昇
る
直
前
に
万
で
死
体
を
解
体
し
、

中
世
の
仏
僧
の
聞
に
は
、

伝
』
の
蓮
待
（
上
口
）
、
善
法
（
下
む
を
は
じ
め
、
親
鷲
（
『
改
邪
抄
』
）
、

死
体
を
鳥
獣
に
施
す
こ
と
を
功
徳
と
す
る
考
え
が
あ
っ
た
。

一
遍
（
『
一
遍
聖
絵
』
）
な
ど
が
自
ら
を
鳥
獣
に
施
す
よ
う
遺
言
し
て
い
る
。

『
今
昔
』

M
l
u
の
有
名
な
讃
岐
の
源
大
夫
の
往
生
説
話
で
も
、
木
に
上
り
往
生
し
た
源
大
夫
を
発
見
し
た
僧
は
、
死
体
を
「
引
モ
ヤ
隠
サ
マ

シ
」
と
思
っ
た
が
、
こ
う
い
う
人
は
「
只
此
ク
テ
置
テ
、
鳥
獣
ニ
モ
被
轍
ム
ト
思
ヒ
ケ
ム
」
か
と
思
い
直
し
て
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
去
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
近
世
で
も
一
七
世
紀
後
半
の
『
千
代
見
草
』
（
日
本
思
想
大
系
『
近
世
仏
教
の
思
想
』
所
収
）
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

（
心
）
「
一
送
葬
に
四
の
法
あ
り
。

ひ
に
ん

一
に
は
水
葬
也
。
川
へ
な
が
し
、
魚
・
亀
な
ど
の
ゑ
に
か
ふ
也
。
今
の
世
に
は
、
乞
食
・
貧
人
の
死
骸
な
ら
で
は
、
水
葬
な
し
。
海
辺
の
人
は
海
へ
引

な
が
す
と
云
。

（
二
火
葬
・
三
土
葬
は
略
）

四
に
は
林
葬
也
。
野
山
の
は
や
し
に
お
く
り
て
、
鳥
・
獣
の
ゑ
に
あ
た
ふ
る
也
。
四
い
ろ
の
送
葬
の
中
に
は
、
水
葬
と
林
葬
と
は
、
魚
・
鳥
・
獣
の
飢

を
や
し
な
ふ
ゆ
へ
、
く
ど
く
広
大
也
。

（
略
）
過
去
の
業
因
っ
た
な
く
て
、

か
つ
へ
死
し
た
る
乞
食
を
、
川
へ
な
が
し
、
野
山
に
す
て
、
お
し
げ
も
な

く
、
う
を
・
鳥
・
け
だ
も
の
に
、
活
計
さ
せ
て
、
思
ひ
の
ほ
か
の
く
ど
く
を
得
る
身
の
は
て
ば
か
り
は
、
う
ら
や
ま
し
」



こ
れ
に
よ
れ
ば
当
時
、
死
体
遺
棄
は
乞
食
な
ど
に
極
小
化
さ
れ
て
残
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
中
世
仏
教
は
普
通
、

火
葬
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
か
ら
、
古
代
・
中
世
の
風
葬
に
仏
教
理
念
の
反
映
を
認
め
う
る
か
は
疑
問
だ
が
、
少
な
く
と
も
鳥

獣
に
死
体
を
食
わ
れ
る
こ
と
を
強
く
嫌
忌
す
る
観
念
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。
逆
に
そ
れ
を
好
む
よ
う
な
観
念
も
右
の
仏
教
理
念
以
外
に
見
出
し

＠
 

が
た
い
が
、
今
日
の
民
俗
で
、
烏
鳴
き
が
悪
い
と
死
人
が
で
る
と
か
、
葬
後
に
墓
前
に
供
え
た
団
子
を
烏
が
早
く
食
う
と
、
そ
れ
だ
け
早
く
死

者
が
成
仏
す
る
な
ど
と
各
地
で
い
う
。
烏
が
死
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
、
や
は
り
か
つ
て
そ
れ
が
死
者
を
つ
い
ば
ん
で
い
た
こ
と
に

由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
団
子
の
例
な
ど
は
チ
ベ
ッ
ト
の
鳥
葬
に
類
似
し
た
観
念
に
起
源
を
求
め
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
右
の
（
但
）
は
主
に
乞
食
な
ど
行
路
死
人
の
処
置
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
が
、
前
章
ま
で
で
扱
っ
た
よ
う
に
、
血
縁
の
な
い
死
者
に
対
す

る
扱
い
と
、
本
章
で
ふ
れ
た
血
縁
者
の
風
葬
と
は
、
同
じ
く
土
葬
・
火
葬
を
伴
わ
な
い
放
置
で
あ
っ
て
も
区
別
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

霊
を
ま
つ
る
家
族
の
有
無
と
い
う
差
の
他
、
場
所
に
つ
い
て
も
、

一
般
村
落
構
成
員
が
特
定
の
風
葬
地
（
（
ぎ
の
大
鼓
石
な
ど
）
を
持
っ
て
い
る
場

合
で
も
、
孤
死
し
た
人
は
そ
の
ま
ま
家
に
放
置
さ
れ
た
り
（
（
幻
）
（
詑
）
）
、
行
路
死
人
が
路
傍
で
白
骨
に
な
っ
た
り
（
（
お
）
）
し
て
い
る
こ
と
か
ら

み
て
、
そ
こ
へ
は
持
っ
て
い
か
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
京
都
に
お
い
て
も
、
鳥
辺
野
へ
持
っ
て
い
く
こ
と
自
体
が
葬
儀
の
一
つ
な
の
で
、
放

置
す
る
場
合
も
む
し
ろ
を
敷
い
た
り
（
（
6
）
）
す
る
が
、
’
非
血
縁
者
は
単
に
路
辺
へ
放
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
血
縁
者
に
対
す

る
風
葬
は
「
葬
法
」
の
一
つ
で
あ
る
が
、
非
血
縁
者
の
遺
棄
は
「
非
葬
法
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

中世民衆の葬制と死徴（勝目〕

し
か
し
こ
の
二
つ
は
と
も
に
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
衰
退
・
消
誠
の
道
を
た
ど
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
般
村
落
で
は
上
層

を
中
心
に
土
葬
・
火
葬
が
中
世
前
期
に
も
広
ま
っ
て
い
た
が
、
一
般
に
上
層
の
葬
法
が
価
値
の
高
い
、
あ
る
べ
き
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
は
自

然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
全
構
成
員
に
広
ま
る
た
め
に
は
、
他
人
の
葬
り
に
関
与
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
禁
忌
が
消
滅
し
、
現
行
民
俗

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
互
助
組
織
が
成
立
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
辺
の
事
情
を
史
料
的
に
明
ら
か
に
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
時

＠

＠

 

「
惣
三
味
」
な
ど
村
落
の
共
同
墓
地
が
形
成
さ
れ
、
三
味
聖
が
火
葬
に
携
わ
る
こ
と
が
多
く

(38η 

点
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

中
世
後
期
に
惣
墓
、

な
っ
た
こ
と
は
こ
の
過
程
を
示
す
と
い
え
る
が
、
互
助
組
織
に
つ
い
て
は
史
料
に
乏
し
い
。
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た
だ
説
話
の
上
か
ら
興
味
あ
る
の
は
、
貧
家
の
母
の
死
体
を
棄
て
て
神
に
賞
讃
さ
れ
た
前
記
（
日
）
J
（
国
）
の
説
話
の
う
ち
、
三
輪
上
人
を
主

〔388)

人
公
と
す
る
（
国
）
は
永
享
三
年
（
一
四
三
一
）
成
立
の
『
三
国
伝
記
』
に
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
設
定
を
つ
く
り
か
え
て

64 

い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
必
）
「
三
輪
ノ
上
人
上
京
テ
貴
キ
人
ア
リ
。
（
略
）
或
時
吉
野
ノ
勝
手
ノ
大
明
神
へ
百
日
参
詣
シ
テ
、
後
生
菩
提
ヲ
祈
リ
申
サ
レ
ケ
ル
。
百
日
ユ
満
ル
目
、

吉
野
川
ノ
耳
ニ
死
人
ノ
侍
ケ
ル
ヲ
、
触
稼
ヲ
ハ
、
ヵ
リ
死
人
ニ
憧
レ
テ
、
道
者
共
遠
キ
路
ヲ
廻
リ
テ
詣
ル
ニ
、
上
下
向
ノ
煩
ヒ
有
ケ
ル
ヲ
、
此
ノ
上
人

ノ
煩
ヲ
哀
、
彼
ノ
死
骸
ヲ
取
テ
他
所
－
一
移
シ
置
キ
給
、
参
詣
ノ
人
々
ヲ
直
ニ
通
サ
レ
ケ
リ
」
（
『
三
国
伝
記
』

8
｜
げ
）

こ
の
話
が
（
国
）
の
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
他
の
細
部
の
一
致
か
ら
疑
い
な
い
が
、
な
ぜ
こ
の
設
定
が
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
（
国
）

と
（
位
）
を
へ
だ
て
る
一
一
一
一

0
年
間
の
社
会
の
変
化
が
、
最
初
の
設
定
を
不
合
理
に
し
た
た
め
と
み
れ
ば
、

一
五
世
紀
の
状
況
は
、
付
一
般
村
民

が
家
族
の
死
者
を
葬
れ
ず
困
る
こ
と
は
な
い
。

つ
ま
り
近
隣
の
協
力
が
あ
る
。
∞
行
路
死
人
を
「
穣
」
と
し
「
憧
」
れ
る
観
念
は
依
然
強
く
、

こ
れ
ら
の
死
者
は
葬
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
結
束
が
固
く
、
他
に
対
し
て
は
排
除
す
る
惣
村
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
一
致
す

る
よ
う
で
あ
る
。

風
葬
地
は
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
村
落
近
く
の
共
同
墓
地
に
移
行
し
、
仏
教
化
さ
れ
て
両
墓
制
を
生
じ
た
り
、
真
宗
地
帯
に
み

ら
れ
る
よ
う
な
無
墓
制
（
火
葬
後
、
骨
の
一
部
を
本
願
寺
へ
納
め
、
他
は
捨
て
る
た
め
墓
が
な
い
）
に
な
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は

不
明
な
点
が
多
い
。
先
に
山
中
の
風
葬
に
仏
教
が
干
渉
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
例
を
あ
げ
た
が
、
場
所
は
変
わ
ら
な
く
て
も
、
風
葬

か
ら
土
葬
・
火
葬
に
な
っ
た
り
、
仏
教
的
な
率
塔
婆
や
五
輪
塔
を
た
て
る
こ
と
も
、
次
第
に
普
及
し
た
で
あ
ろ
う
。

⑧
 

さ
い
「
塚
原
と
申
て
洛
陽
の
蓮
台
野
の
様
に
死
人
を
送
る
一
一
一
味
原
の
の
へ
」
の
草
堂
に
仮
寓
し
た
が
、

日
蓮
が
佐
渡
へ
流
さ
れ
た

「
塚
原
」

の
名
か
ら
土
葬
の
塚
も
あ
っ

た
と
し
て
も
、
先
に
（
日
）
で
み
た
京
の
蓮
台
野
に
た
と
え
て
い
る
如
く
、
風
葬
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
蓮
如
が
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）

＠
 

の
御
文
で
「
山
野
ノ
墓
原
へ
ユ
キ
テ
、
五
輪
・
率
都
婆
ヲ
」
拝
む
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
「
墓
原
」
は
、
既
に
土
葬
か
火
葬
が
主
体
で
あ
っ
た

＠
 

か
も
し
れ
な
い
。
竹
田
聴
洲
氏
は
丹
波
山
国
庄
の
比
賀
江
村
に
つ
い
て
、
近
世
史
料
か
ら
「
大
野
原
」
に
両
墓
制
の
埋
め
墓
で
あ
る
「
惣
墓
」



こ
れ
は
戦
国
期
に
「
ハ
カ
ノ
谷
」
「
卒
塔
婆
谷
」
等
と
み
え
る
山
中
の
葬
地
が
、
近
世
に
村
里
近
く
に
移
転
し
た
も
の
と
し

た
。
山
中
の
風
葬
地
に
「
ハ
カ
」
や
「
卒
塔
婆
」
が
作
ら
れ
、
や
が
て
平
地
へ
移
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
次
の
史
料
も
注
意
さ
れ
る
。

が
存
在
し
た
が
、

（
必
）
「
予
所
管
ノ
民
（
こ
の
筆
者
は
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
よ
り
水
戸
領
常
陸
行
方
郡
の
奉
行
）
葬
埋
ノ
礼
ニ
薄
グ
、
只
念
仏
供
養
僧
ノ
ミ
ヲ
以
テ
亡

者
ノ
追
善
ト
ス
。
墓
地
甚
狭
小
ニ
シ
テ
人
ノ
墳
ヲ
発
シ
テ
葬
ル
モ
ノ
ア
ロ
。
骸
骨
累
々
ト
ジ
テ
一
穴
幾
人
ヲ
葬
ル
ト
云
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ユ
至
ル
。
予
甚
是

ヲ
悲
ミ
数
年
前
新
ニ
墓
地
ヲ
授
ヶ
、
如
此
ノ
悪
俗
牛
馬
ノ
屍
ヲ
捨
ツ
ル
ニ
ヒ
ト
ジ
キ
コ
ト
ア
ル
マ
ジ
キ
旨
ヲ
教
ェ
、
近
時
見
ル
ミ
子
ガ
巡
行
ス
ル
ト

＠
 

キ
路
努
ユ
墳
墓
ア
レ
バ
、
皆
掃
酒
シ
テ
ア
リ
。
僻
地
撲
俗
ノ
化
シ
易
コ
ト
如
此
」
（
小
宮
山
楓
軒
『
楓
軒
偶
記
』
巻
四
）

こ
こ
に
み
え
る
墓
は
土
葬
で
あ
る
が
、
葬
り
方
は
乱
雑
で
、
「
牛
馬
ノ
屍
ヲ
捨
ツ
ル
」
に
等
し
い
と
為
政
者
の
眼
に
映
っ
て
い
る
。

う
な
光
景
は
両
墓
制
の
埋
め
墓
に
は
近
代
に
も
往
々
見
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
石
塔
墓
は
な
く
、
供
養
が
僧
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
み
で

こ
の
よ

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
墓
制
の
上
に
仏
教
の
石
塔
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
両
墓
制
と
し
て
今
日
知
ら
れ
る
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、

＠
 

こ
の
地
方
は
今
日
両
墓
制
分
布
域
で
あ
っ
て
、
戦
前
の
調
査
に
な
る
大
間
知
篤
三
氏
の
『
常
陸
高
岡
村
民
俗
誌
』
（
対
象
地
域
は
県
北
の
高
萩
市
域
）

を
み
る
と
、
ま
さ
に
右
の
近
世
の
行
方
郡
の
墓
地
の
一
角
に
石
塔
を
置
い
た
形
の
両
墓
制
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
（
必
）
は
両
墓
制
成

立
直
前
の
段
階
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
が
風
葬
に
さ
か
の
ぼ
る
確
実
な
証
拠
も
な
い
が
、
（
訂
）
に
示
し
た
よ
う
に
こ
の
地
方
に
棄
老
伝
説

も
分
布
し
、
ま
た
よ
り
丁
寧
な
葬
法
か
ら
の
「
退
化
」
と
も
考
え
が
た
く
、
や
は
り
風
葬
↓
共
同
墓
地
へ
の
簡
単
な
土
葬
↓
両
墓
制
と
い
う
コ

中世民衆の葬制と死畿（勝田）

ー
ス
を
設
定
し
た
い
。
死
者
の
追
憶
・
慰
霊
と
死
体
と
が
区
別
さ
れ
て
扱
わ
れ
る
点
で
こ
れ
ら
は
一
貫
し
て
い
る
。

両
墓
制
の
起
源
論
に
は
前
述
の
よ
う
に
洗
骨
葬
の
よ
う
な
二
次
葬
の
変
化
と
み
る
説
も
あ
る
が
、
近
年
で
は
こ
れ
に
否
定
的
な
論
者
が
多
く
、

私
も
こ
れ
を
支
持
し
な
い
。
本
稿
で
扱
っ
て
き
た
死
体
遺
棄
・
風
葬
の
事
例
に
は
、
明
白
に
白
骨
化
後
の
祭
組
を
示
す
も
の
は
存
在
し
な
い
。

一
般
村
落
の
風
葬
の
推
移
に
つ
い
て
は
右
の
よ
う
に
考
え
る
が
、
次
に
行
路
死
人
や
乞
食
な
ど
の
放
置
に
つ
い
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
（
但
）
に

あ
る
よ
う
に
近
世
ま
で
続
い
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
無
縁
仏
で
あ
る
。
（
5
）
に
「
無
縁
の
者
」
云
々
と
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
無
縁
」
は
こ
れ
ま
で

(389〕

の
論
か
ら
、
ー
「
縁
」
一
ま
り
血
縁
者
の
な
い
意
味
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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し
か
し
中
世
後
期
に
は
、
「
無
縁
」
も
葬
送
さ
れ
る
こ
と
が
次
第
に
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。
文
安
二
年
（
一
四
四
五
）
東
寺
が
坂
公
文
所
に
提
出

し
た
地
蔵
堂
三
味
免
輿
等
定
書
に
よ
る
と
、
普
通
の
死
者
は
八
百
文
、
「
無
縁
」
は
四
百
文
の
火
葬
費
用
を
東
寺
が
坂
へ
支
払
う
こ
と
に
な
っ

＠
 

て
い
る
。
誰
が
「
無
縁
」
の
た
め
に
四
百
文
を
出
す
か
は
不
明
で
あ
る
。
下
っ
て
天
文
元
年
（
一
五
三
二
）
の
摂
津
尼
崎
菩
提
寺
の
墓
所
提
に
は
、

＠
 

拾
文
」
と
あ
る
。

(390) 66 

「
荏
－
一
入
」
と
「
無
縁
取
捨
」
が
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、

＠
 

一
般
の
死
体
遺
棄
（
風
葬
）
の
残
存
を
示
し
、
後
者
は
行
路
死
人
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
十
文
は
火
葬
費
用
と
し
て
は
安
き
に
す
ぎ
る
が
、
誰

フ
ロ
イ
ス
『
日
本
財
』
に
は
「
日
本
に
は
、
こ
の
よ
う
な
貧
し
い
兵
士
や
見
捨
て
ら
れ
た
人
々

最
低
ラ
ン
ク
に
ご
蓮
ユ
入
付
無
縁
取
捨
於
二
此
分
一
者
、

前
者
は

が
支
払
う
の
か
は
、
こ
こ
で
も
わ
か
ら
な
い
。

ヒ
ジ

P

が
亡
く
な
る
と
、
聖
と
称
せ
ら
れ
る
あ
る
（
種
の
）
人
た
ち
が
彼
ら
を
運
ん
で
行
っ
て
火
葬
に
す
る
習
慣
が
あ
る
。
（
聖
た
ち
）
は
、
非
常
に
賎
し

い
階
層
の
者
と
見
な
さ
れ
、
通
常
寄
る
辺
な
い
人
た
ち
で
あ
る
」
と
述
べ
、
ダ
リ
オ
高
山
飛
騨
守
が
領
内
で
死
ん
だ
貧
民
の
棺
を
作
ら
せ
、
右

て
葬
送
さ
れ
、

近
と
と
も
に
こ
れ
を
担
い
で
模
範
を
示
し
日
本
人
を
驚
か
せ
た
逸
話
を
記
す
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、

一
般
村
民
は
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
〔
但
）
（
位
）
と
も
一
致
す
る
よ
う
で
あ
る
。

「
無
縁
」
の
人
々
は
一
一
一
昧
聖
な
ど
に
よ
っ

全
体
的
に
は
村
落
が
共
同
作
業
と
し
て

た
だ
民
俗
例
で
は
、
「
隠
亡
」
等
と
よ
ば
れ
差
別
さ
れ
た
葬
送
担
当
の
家
の
あ
っ
た
村
落
も
あ
る
が
、

火
葬
・
土
葬
の
実
務
を
行
う
方
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
で
も
、
行
路
死
人
な
ど
は
さ
す
が
に
放
置
せ
ず
、
村
の
墓
地
の
一
角
に
無
縁
墓

を
作
っ
て
葬
る
。
近
世
に
こ
の
こ
と
が
一
般
化
し
た
の
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
に
ま
ち
た
い
。

①
圭
室
、
前
掲
書
、
一
七
七
l

一
七
八
頁
。

②
な
お
『
仮
寧
令
』
で
は
、
七
歳
ま
で
の
死
者
は
「
無
服
之
鶏
」
で
喪
服
を
つ
け

ない。

③
佐
々
木
孝
正
「
葬
制
資
料
と
し
て
の
往
生
伝
」
ハ
『
近
畿
民
俗
』
五
O
号
、
一
九

七
O
年
）
。
④
次
注
参
照
－

⑤
大
林
太
良
『
葬
制
の
起
源
』
（
角
川
書
店
、
一
九
七
七
年
）
一
四
二
l

一
四
九

頁。
⑥
大
林
氏
は
山
形
県
と
石
川
県
の
一
部
に
存
在
す
る
「
骨
掛
け
」
習
俗
を
樹
上
葬

と
結
び
つ
け
た
。
中
世
大
和
で
こ
の
習
俗
が
あ
っ
た
こ
と
は
上
別
府
茂
「
わ
が
国

の
骨
掛
葬
法
に
つ
い
て
」
（
『
岡
山
民
俗
』
一

O
四
号
、
一
九
七
三
年
。
『
葬
送
墓

制
研
究
集
成
』
二
所
収
）
参
照
。

⑦
堀
一
郎
、
前
掲
論
文
。
伊
藤
幹
治
「
古
代
の
葬
制
と
他
界
観
念
の
構
造
」
（
『
国

学
院
雑
誌
』
六
O
l七
、
一
九
五
九
年
）
他
。

③
村
上
直
次
郎
訳
、
『
異
国
一
叢
書
』
所
収
。

⑤
『
菅
江
真
澄
随
筆
集
』
（
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
所
収
）
。

⑬
土
井
卓
治
「
風
葬
に
関
す
る
問
題
」
（
『
社
会
と
伝
承
』
一
ニ
ム
一
一
、
一
九
七
O



年
。
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
一
所
収
）
。

＠
同
右
。

⑫
大
田
栄
太
郎
氏
の
説

（
中
国
祝
失
『
制
肺
東
大
寺
一
瓢
論
文
稿
の
国
語
学
的
研

究
』
一
三
七
頁
）
。

⑬
白
石
昭
匡
『
日
本
人
と
祖
霊
信
仰
』
（
雄
山
閣
、
一
九
七
七
年
）
。
「
山
中
他
界

観
」
（
『
講
座
日
本
の
民
俗
宗
教
』
三
、
弘
文
堂
、
一
九
七
九
年
、
所
収
）
。

⑬
関
敬
吾
『
日
本
昔
話
大
成
』
九
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
）
、
話
型
五
二

三
A

「
親
棄
山
」
、
五
二
＝
一
B

「
儀
通
明
神
」
、
豆
ニ
＝
一

c
「
親
棄
巻
」
、
五
二
三

D

「
親
棄
山
」
参
照
。

⑮
雑
宝
蔵
経
、
巻
一
「
棄
老
国
縁
」
。
難
題
も
蛇
の
雌
雄
、
木
の
本
末
の
判
定
な

ど
日
本
の
昔
話
と
共
通
点
が
多
い
が
、
仏
教
教
理
の
聞
い
も
あ
り
、
単
純
な
民
間

説
話
を
仏
教
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
前
注
の
「
蟻
通
明
神
」
縁
起
と
さ

れ
る
話
は
、
『
枕
草
子
』
（
社
は
）
や
『
神
道
集
』
（
七
l
三
人
、
蟻
通
明
神
事
）
に

見
え
、
己
の
説
話
が
早
く
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑮
佐
藤
米
司
「
埋
め
墓
以
前
」
（
『
葬
送
儀
礼
の
民
俗
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
一

年
、
所
収
〉
。

＠
佐
藤
義
則
『
羽
前
小
国
郷
の
伝
承
』
（
岩
崎
美
術
社
、
一
九
八

O
年
）
三
O
頁。

⑬
大
間
知
篤
一
一
一
『
常
陸
高
岡
村
民
俗
誌
』
（
『
日
本
民
俗
誌
大
系
』
入
所
収
）
。

⑬
小
野
重
朗
氏
は
「
柴
祭
と
打
植
祭
」
（
『
農
耕
儀
礼
の
研
究
』
弘
文
堂
、
一
九
七

O
年
）
に
お
い
て
、
南
九
州
の
柴
祭
の
神
の
死
霊
的
性
格
を
指
摘
し
、
こ
の
神
の

も
つ
柴
は
、
山
中
の
葬
地
で
死
体
に
柴
を
か
ぶ
せ
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な

い
か
と
し
て
い
る
。
山
中
他
界
の
例
は
最
上
孝
敬
「
祖
霊
の
祭
地
！
こ
と
に
山
上

の
祭
地
に
つ
い
て
l
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
三
i

て
一
九
五
五
年
）
参
照
。

＠
土
井
卓
治
「
葬
り
の
源
流
」
（
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
』
二
、
小
学
館
、
一
九
八

三
年
、
所
収
〉
。

＠
村
山
七
郎
・
国
分
直
一

九
年
）
一

O
五
頁
。

中世民衆の葬制と死後（勝田）

『
原
始
日
本
語
と
民
族
文
化
』
（
一
ニ
一

書
房
、

一
九
七

＠
狼
が
死
馬
や
人
間
の
死
体
を
掘
り
返
す
さ
ま
は
、
松
山
義
雄
『
狩
り
の
語
部
』

（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
七
年
）
一
七
O
l
一
七
五
頁
参
照
。

＠
藤
木
高
嶺
『
天
葬
の
園
高
原
の
民
』
（
立
風
書
房
、
一
九
八
六
年
〉
五
五
i
五

八
頁
。

⑧
佐
々
木
孝
正
、
前
掲
論
文
。

⑧
こ
の
俗
信
は
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
『
コ
リ
ャ
I
ド
機
悔
録
』
（
大
塚
光
信
校
注
、
岩

波
文
庫
、
一
九
八
六
年
）
に
も
「
烏
な
ん
ど
の
鳴
く
を
聞
く
に
つ
い
て
、
（
略
）
定

〈
マ
マ
｝

め
て
我
が
こ
と
の
上
に
何
か
産
難
・
災
い
が
あ
ろ
う
ぞ
と
気
遣
い
」
と
見
え
る
。

＠
越
前
敦
賀
の
「
西
福
寺
文
書
」
享
徳
四
年
（
一
四
五
五
）
五
月
十
日
、
浄
鎮
遺

言
状
に
「
茶
昆
所
ハ
惣
三
味
可
然
存
候
」
な
ど
と
見
え
る
。

＠
応
、
氷
二
四
年
（
一
四
一
七
）
の
『
浄
土
三
国
仏
祖
伝
集
』
に
よ
れ
ば
、
護
生
法

限
の
立
て
た
三
味
義
の
流
れ
を
く
む
の
が
当
時
の
「
三
味
聖
」
「
御
坊
聖
」
で
あ

る
と
い
う
。
一
六
世
紀
初
め
の
和
泉
国
日
根
野
庄
の
一
一
一
味
聖
は
、
直
接
葬
送
に
携

っ
た
こ
と
は
み
え
な
い
が
、
「
三
味
堂
」
付
近
で
処
刑
が
行
わ
れ
た
ら
し
い
こ
と

か
ら
そ
う
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
霊
は
自
分
の
仕
事
を
「
当
道
之
職
」
と
称
し
、
回

の
一
反
も
作
ら
ず
こ
の
仕
事
で
渡
世
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
（
『
政
基
公
旅
引

付
』
文
亀
元
年
間
六
月
二
日
条
・
七
月
一
一
日
条
）
。
近
世
の
大
坂
千
日
前
の
一
一
一

味
霊
は
、
行
基
の
死
体
を
葬
っ
た
と
す
る
由
緒
を
主
張
し
て
い
た
（
上
別
府
茂

「
摂
州
三
味
聖
の
研
究
」
『
尋
源
』
三

O
、
一
九
七
八
年
。
『
葬
送
墓
制
研
究
集

成
』
一
所
収
）
。
細
川
涼
一
氏
は
中
世
大
和
の
斑
鳩
極
楽
寺
の
三
味
聖
の
葬
送

（
極
楽
寺
は
近
郷
十
入
ケ
村
の
惣
墓
・
刑
場
で
あ
っ
た
）
へ
の
関
与
を
指
摘
し
て

い
る
（
「
中
世
の
法
隆
寺
と
寺
辺
民
衆
」
『
部
落
問
題
研
究
』
七
六
号
、
一
九
八
三

年）。

⑧
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
一
。
月
七
日
、
日
逝
書
状
（
『
鎌
倉
池
文
』
一
四
七

一
五
号
）
。

＠
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
正
月
ニ

O
目
、
蓮
如
御
文
（
日
本
思
想
大
系
『
蓮
如

・
－
向
一
祭
』
所
収
）
。
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＠
竹
田
聴
洲
、
前
掲
「
両
墓
制
景
観
の
恋
再
選
」
。

＠
『
日
本
随
筆
大
成
』
新
版
、
第
二
期
一
九
巻
所
収
。

＠
前
掲
（
注
⑬
〉
。

＠
馬
田
綾
子
、
前
掲
論
文
参
照
。

＠
尼
崎
市
の
大
覚
寺
文
書
。
日
本
思
想
大
系
『
中
世
政
治
社
会
思
想
下
』
所
収
。

ま
た
細
川
涼
て
前
掲
「
中
世
大
和
に
お
け
る
律
宗
寺
院
の
復
興
」
参
照
1

⑧
な
お
ご
蓬
ユ
入
付
無
縁
取
捨
」
の
次
の
行
に
「
少
愛
者
十
文
」
と
あ
る
が
、

死
ん
だ
幼
児
の
こ
と
か
。

⑧
松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
訳
『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』

4

（
五
畿
内
編
E
）、一一一一一

四守貝。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
死
体
遺
棄
と
風
葬
の
史
料
的
検
討
を
通
じ
て
、
死
識
の
観
念
の
発
生
基
盤
と
な
っ
た
葬
送
を
め
ぐ
る
中
世
社
会
の
禁
思
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
葬
法
が
消
滅
し
変
化
し
て
ゆ
く
過
程
を
、
現
在
の
民
俗
に
み
ら
れ
る
葬
法
の
伝
承
形
態
と
も
整
合
的
に
理
解
し
よ
う

と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
中
世
以
前
に
血
縁
者
以
外
の
死
者
を
葬
っ
て
は
な
ら
な
い
禁
思
が
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
血

縁
」
や
「
家
族
」
の
範
囲
に
不
明
確
な
点
も
あ
る
と
は
い
え
、
ほ
ぽ
論
証
し
え
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
本
稿
の
対
象
か
ら
は
外
れ
る

が
、
惣
村
形
成
以
前
の
中
世
村
落
の
社
会
関
係
を
考
え
る
上
で
も
興
味
あ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

一
般
に
、
私
た
ち
は
近
世
以
降
の
日
本
の

村
落
の
強
い
共
同
体
規
制
か
ら
得
た
村
の
イ
メ
ー
ジ
を
さ
か
の
ぼ
ら
せ
や
す
い
が
、
近
隣
の
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
の
村
落
は
、
あ
ま
り
強
い
共

同
体
規
制
を
も
た
な
い
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
こ
れ
が
あ
る
段
階
で
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
形
成
さ
れ
、
葬
式
互
助
や
共
同
墓
地
が
成
立
す
る
画
期
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
中
世
後
期
に
つ
い
て
は
、
史
料
が

十
分
発
見
で
き
ず
、
具
体
的
な
解
明
を
今
後
に
残
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
は
じ
め
に
」
で
ふ
れ
た
屋
敷
墓
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
死
識
の
問

題
と
切
り
離
し
た
が
、
こ
の
習
慣
の
成
立
し
た
事
情
は
別
に
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
他
日
に
ゆ
ず
り
た
い
。

（
京
都
大
学
大
学
院
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Jacob Burckhardt und die Griechische Geschichte 

von 

Y oshio Nakategawa 

Das Werk ‘Griechische Kulturgeschichte’， Jacob Bur・ckhardts

NachlaB, wurde gleich nach der Verδffentlichung von berlihmten Phi“ 

lologen und Historiker, unter anderem Wilamowitz Moellendorff, bit-

ter kritisiert. Danach finden wir jedoch, daB es im Laufe des 

20. J ahrhunderts immer hδher bewertet worden sei. 

Wechsel und Schwankung dieser Bewertung bewegt uns dazu, das Werk 

rlicksichtlich auf die Resultate der modernen Geschichtswissenschaft 

flir die folgenden vier Gesichtspunkte zu untersuchen : 1) Wirkungen 

der von Burckhardt eingeflihrten historischen Begriffe, wie z. B.“Agon ”， 
“Polis ”， auf die seitherige Geschichtswissenschaft; 2) Stellung des 

W erks in der deutschen Al ten Geschichte und Klassischen Philologie; 

3) Verlauf der Aufnahme durch die Fachwelt sowie Hintergrlinde der 

Neubewertung des Werks in den dreiBiger Jahren; 4) f，δrderliche 

Erkenntnisse und Anregungen flir die heutige Studien iiber die Grie-

chische Geschich te. 

Funeral Customs of the Common People in 

Medieval Japan 

Abandonment of Corpses and A巴rialSepulchrae一一

by 

Itaru Katsuda 

In medieval Japan there was a prevailing custom of abandoning 

corpses in an open field and to animals instead of burying or cremating 

them. The examination of several cases makes us realize that the way 

of abandonment can be categorized into two groups according to the 

types of the funerary obj巴cts:1) those who had no blood relations were 

(506〕



abandoned without any funeral rituals; 2) those who had belonged to a 

lower stratum of a rural or urban society were often layed on a special 

out-of-the-way spot for aerial sepulchrae. Category 1) was caused by 

the convention which restricted participants of a funeral to those with 

family ties. This convention may also be thought of as one origin of 

the idea of“impurity of death”（shi-e死械）． Since the later medieval 

period, however, those who di巴dwithout relatives (muen-botoke無縁仏）

came to be thought of as proper candidates for funeral ceremonies. 

Category 2), which had been an ordinary way of disposing of corpses 

from ancient times to the former medieval period, disappeared gradually 

after the later medieval period. Partly it changed into the double tomb 

custom and its vestige can be traced in many place names. Though 

the author classified category 1) as“abandonment of corpses”and 2) 

as“aerial sepulchrae”， he also admits that these two categories had 

many common points phenomenally. The examination of materials 

such as those discussed in this article would make a significant contri-

bution to the analysis of medieval concepts concerning funerals or the 

impurity of death, and the folkloric reorganization of the changes in 

funeral customs of the common people. 

Jori条里 Planin Ikeda-gun池田郡， Mino美濃

一－withSpecial Reference to Iokibe-Koreshige-ge五百木部惟茂解ー一一

by 

Kenryo Ashikaga 

Akihiro Kinda 

Isao Tajima 

In this paper, we examined these points: 

At first, we introduced the document Jokめ6・Koreshige-gewhich re-

corded the trade of myδden名目（1034-35)in Ikeda-gun, Mino. It was 

discovered on the reverse sides of Tamefusa-liyδ－ki為房卿記 theDiary 

of Tamefusa. According to this document, we reproduced the jδri 

plan in Ikeda-gun, and made the map of myδden there, which we 

confirmed by the records of boundaries. Next, we studied the relation 
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